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As regards B. D. Grekov's theory on the enserfment of peasants in Muscovy, the present paper
deals with the following points : (1) It was under the influence of S. F. Platonov and from
the non-Marxist point of view that, in the 1920's, Grekov built up for the first time his
theory on the enserfment of the Muscovite peasantry : a theory that the most important step
toward the enserfment was marked by the 'prohibited years' enforced after 1580/81. (2) In his
later works, 1933-34,Grekov reasserted his theory with no major substantial modification, but,
now as a Marxist historian, he did so using a Marxist phraseology. (3) From 1937 to
1940,Grekov's theory found general acceptance in all the grades of schoolbooks of Istoriia
SSSR. But the schoolbooks such as P. I. Liashchenko's Istoriia narodnogo khoziaistva SSSR
(1939) and S. V. Jushkov's Istoriia gosudarstva i prava SSSR (1940) were free from being
influenced by Grekov's theory. (4) In 1940,N. S. Chaev published a thesis, in which he
asserted that the most important step toward the enserfment had been marked by the national
registration of lands, 1581-1592,and the enforcement of the 'prohibited years' had been only
an auxiliary to the policy of registration. Chaev was accepted by Liashenko in the second
edition of his textbook (1947) and by Jushkov in the third edition (1950). Moreover, the
college text of Istoriia SSSR (1956) came also to be much influened by Chaev's thesis. But
Grekov himself had ever paid no attention to it at all during his lifetime.
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16世紀末ロシアにおける農民農奴化について

一一ソヴェト史学史におけるグレコプ説一一
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プラトーノブの農奴化論と20年代の学界

グレコフ説の或立をめぐる問題

グレコフ説のマルクス主義化

グレコフ説の定説fとをめぐる問題
グレコフ説とチャエフ説
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(6.且.rpeKon， 1882-1953) が、 30年代にソヴェト史学の定

説となったロシアの封建制と農奴告Ijのキエフ時代における成立という学説の提唱者であっ

たことはよく知られているが， グレコブi主近世ロシアの農奴制， 16世紀末-17世紀初頭

とよばれる狭義の畏奴制の或¥i.の問題についても，

本稿で扱うグレコプの説もこの狭義の農奴制にかか

めじiまI 

ベー・デー・グレコプ

に成立した KperrOCTHoerrpaBo 

ェト史学の定説のもとをおいており，

わるものである O

スターリンの「宮廷史家!であったグレコフの研究に対して立，農奴i訴の問題にi畏ら

ず，とくに近年ソヴェト史学界で批判や修正の動きが目立ってきているが，ロシア農奴舗

の成立時期の問題に関していえば近年の諸業績は， 16包-紀までノレーシでよ自由な耕作

者が支配的であった，という結論iこ導く。Jl) (サハロフ1という信況にある C

フの認識2) 主，グレコフによって拒否されたいわゆるブ)レジョア史学の常識， .N!lち 1-16世

紀まで農民は，ある土地から{也の土地へ，ある地主から{也の地主へ吉由に移動する権利を

享受していた自由な農夫であったoJ(クリュチェフスキー〉という説3) の復権をおもわせ

ソEア

このサハロ

1) A.司.CaxapOB，“o ，ll.Ha.]JeKTHKe HCTOpH可eCKoropa3BHTH刃 pyccKoroKpecTb冗HCTBa¥..npo6・
.7IeMbI MCTopMorpa中HMnOC.7Ie.ll.HbIXλeT)，" BonpocbI HCTOpHH， 1970， N2. 1， CTp. 28. 
2)シャピーロも， D5世紀末ロシアでほ封建的隷属農民はなお農奴ではなかった。J(A.九註IanMpo
(pe，ll..)， ArpapHa兄沼CTOpM冗 CeBepo-3ana瓦aPOCCMH. BTOpa匁 nOJ10BHHaXV-HaqaJlO XVI 

B.，凡， 1971， CTp. 373)としている O ゲレコフ !'lヲなlJ建的議員と農奴j¥JIJの!日jー視i二吋する批判 .J:zγi 
l土旭川歴史家にもみられる。例えば， i1f!l (グンコブ L. 農奴 11~J が Jt建 1Mの発達りすべての段i討に

わたってその鎚律物であったこと dλi正切には成功 Lなかっ/二。 J(H. E. HOCOB H ぇp.，“MHoro・
TOMHa克明CTOpHHCCCP'''， BonpoCbI HCTOpHH， 1968，ぬ.3， CTp. 139); r'16世紀の中東までロ

シアでは，西歌謡持におけると同誌， 農奴itU;ま封建的諸関誌の諸形態の一つであって， 決してその
規定的なもの-u工なかった。それは 16世紀末-17世紀初めに‘まじめてこの諮問採の規宅的な形態に
なった。J(M.兄 BO.7lKOB，“oCTaHOB.7IeHHH a6CO.7IlOTH3Ma B POCCHH，"民CTOpH兄 CCCP.
1970， N2. 1， CTp. 91). 
3) B. O. KλID可eBCKHII，Kypc pyCCKOl主 HCTOpHII，T. II (Co可HHeHH兄， II， 1597)， CTp. 309. 
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鳥山成人

るものがあるが， それはともかく， このように 16位紀までロシア農民は自由であったと

いうことになると KpenOCTHoenpaBOの成立は， グレコフが力説したようにロシア農

奴制の新たな段階への移行を物語るものではなく，ロシア農奴制そのものの成立を意味す

ることになる C そして当然，これに関するグレコフ説についても，そのような観点からの

根本的な再検討が必要になってくるが，ソヴェト史学におけるグレコブ説再検討=批判の

作業は，現在までのところ，そこまでは徹悲しておらず，およそ次の二つの側面から行な

われて~いるように思われる O 郎ちグレコフが近世農奴説成立の主要な前提として 16世紀

における領主の賦役経営の展開を強調した点4)をめぐるものがその一つで，これについて

は，とくにダニロヴァが 1965年， ロシア農奴制の成立を賦役の発展ではなく， 対外関係

や人口密度などの具体的な歴史的，地理的要因から説明すべきものとの説を展開した05)

i農奴制は決して賦役の必然的帰結で、はないoJ6)とするこのダニロヴァ説はその後学界の

論議をよんでいるが，これについて最近パネヤれま，次にのべるカレツキーの著書に対す

る批判論文のなかで， 1m在の研究情況は，私見によれば，ロシアでは〔西方とは一鳥山]
逆の諸現象の序列がおこり，農奴制の発達が賦役経営の拡大に先行した，とのエリ・ヴェ

ー・ダニロヴァの説にますます傾斜している。J7) と述べている O

パネヤブがこのようなことを述べているのは，カレツキーがダニロヴァ説に批判的で 8)

その著書9) でも，ロシア農奴制成立の蔀提として賦役の拡大を重視する点でほぼグレコフ

を踏襲しているからであるが，別の函ではカレツキーは， 1957年以来グレコフ説を大き

く修正するロシア農奴制成立論を展開しており， このカレツキーの仕事10) が， グレコフ

説再検討のもう----'"つの側面をなしてし、る O このカレツキー説はなお学界の定説にはなって

いない10 が， 1966年 tこ出た新しし、 iソ連邦史 jの第二巻山では既にニのカレツキーが，

4) r農奴制が賦役をもたらしたのでは必く， I拭投が農奴制をひきおこしたのである。J(B.瓦.rpeKOB， 
KpeCTb兄HeHa PyCH C ~peBHe詰lllHX BpeMeH ~O XVII BeKa， H3~. 2-oe， T. 1， M.， 1952， CTp. 
404) 

5) JI. B.瓦aHH.nOBa，“K np06.neMe THna中eo江a.nbHO員 opraHH3au.HHB POCCHH，" Te3HcbI瓦OK-
λa~OB H C006ll1.eHH諮 BOCbMO負 MOCKOBCKO益 ceCCHH cHMn03HyMa no arpapHo長沼CTOpHH

BOCTO引 10負 EBponbI，M.， 1965; ee )Ke，“K Bonpocy 0 npHqHHaX yTBep)K~eHHH Kpenoc-

THHqeCTBa B POCCHH"， E滋erO~HHK nO arpapHo註 HCTOpHHBOCTOqHOH EBponbI 3a 1965 r.， 
1970. なお，人口密度と農奴昔話の成立との関連については， E. D. Domar，“The Cause of Slavery 

and Serfdom"， The Journal of Economic History， 30 (1970)が，ロシア心農奴棋をも視野にいれ

た一つの仮設を提示 Lている。
6) ，lJ.aHH.noBa，“K Bonpocy......"， CTp. 137. 
7) B. M. naHe兄X，“3aKpenOlll.eHHe KpeCTb先日 B XVI B.: HOBble MaTepHa.nbI， KOH日enu.HH，
nepcneKTHBW H3yQeHHH Cno nOBOえyKHHr沼 B.vL KopeUKoro)，"日CTOpH完 CCCP，1972， 
N!!. 1， CTp. 160. 
8) CM. 1O. B. EpoM.ne仏 B.11. EyraHoB， B. 11. KOpeu.KH九“UeHHoeHcc.ne~OBaHHe nO HCTO・

予HH3ana~HoeBpone詰CKoro KpecTb兄HCTBaH npo6.neMbI arpapHbIx OTHOllleHH員HaBOCTOKe 
EBponbl"， I1cTopH匁 CCCP，1970， N!!. 1， CTp. 165. 

9) B. 11. KOpeu.KH負， 3aKpenOlll.eHHe KpecTb冗H H K.naCCOBa兄 60pb6aB POCCHH BO BTOpO詰
ロo.nOBHHeXVI B.， M.， 1970. 

10) カレツキーの著作について法，石戸谷重立I~ I最近のソビエト史学におiナるホロープ研究J同，史学雑
誌， 81の11(1972)， p. 79，立 (78)を参照されたい O

11)カレツキーの箸占i主 BonpOCbI HCTOpHH， 1971， M!. 1 の{tfぷ簡でサハロフによって高くぷulfiきれ
にが， B. A¥.口aHe兄X，YK33・CT. とど.討.AHmιiIorOB，“K Bonpocy 0 3aKOHe 1592-93 rr.， 
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16世紀末ロシアにおげる農民農奴化

農奴告ljの成立期たる 16世紀末と 17世紀初頭の部分を執筆レζL、る 013〉カレツキ一説は，

以下にみるように， 18世紀以来のロシア農奴制成立論史の観点からは，新たな[法令説j

とよぶことができるものであるが，設の説は国外でもアメヲカのヘザーによっていち早く

取入れられ 14) また二れとは加に，カルベッパーという若い研究者がやはり[法令説Jvこ

立つロシア農奴制成立論を最近発表じ亡し、る 0153

本稿も，このような最近の新しし、研究動向に刺戟をうけたグレコフ説の再吟味の aつの

試みであるが，本稿の目的は，グレコフ説の成立経過とその後のソヴェト史学におけるグ

レコフ説の地位について若干の点を明らかにするニとにあふ C これは何よりも史学史的な

問題ーξ、あるので，最初にグレコフまでのロシア農奴説成立論史を簡単に;概観する 018}

ロシアの近世農奴詫Ijの成之に関する研究史の上で最も論議され〈来たのは，この農むく制

の成立の上で画期と思われる 16世紀末に， 1497年と 1550年の;法令集 (Cy，lJ.e6HHK)で

認められていと，例の;ューリーの i1， KJpoes ，lJ.eHbJ (長麿11月26日)の語読2週間の農

民の白出な移動の権利を全国的かっ恒久的に廃止する法令が出されたかどうか，というこ

とであった。 即ち，農奴制が政府の法令 (YKa3)によって成止したのか，それとも政府の

法令とは関係なしに事実上成立したのか‘ということであった。そしこ一般に前者は「法

令説J(YKa3Ha兄 TeopmI)，後者;主 i非法令説J(6e3yKa3H3兄 1eopH克)または「環境説j

(6bITOB3兄 TeopHH) とよばれてきたが， 前者は， 農奴制成立の問題をはじめて取上げた

18世紀の歴史家タティーシチェア (8.H. T3THl.l(en)が， 16世紀末と 17世紀法じめのい

OTMeHHBweM BhlXO，lJ. KpeCTb匁HaM，H ypOl.fHbIX JleTaX B KOHue XVI-nepBo詰 nOJIOBHHe

XVII B.ぺYICTOpHHCCCP， 1972， Nも5'ヱ， 三七 t二つ〆:ノヤ一品iこg豆大tr:.疑義(:::1;{ ll¥しており， P. 
r. CKpbIHHHKOB，“3anOBe，lJ.HbIe H ypOqHble rO，lJ.bI uap兄 φe，lJ.opaYIBaI!OBH弓a，"シIcTOpH5I
CCCP， 1973， J¥f2. 1.七カレソキーの%fr1¥見主:1-';:士ぷ自tliしながら，いくつ/)，のnUi起点を宇1RF三いゐ口

12) I1HCTHTyT HCTOpH沼 AKCCCP，日CTOpH兄 CCCP，T. 11， M寸 1966.
13)この他， A. A. 3HMHH (pe，lJ..)， XpeCTOMaTH匁 noHCTOpHH CCCP. XVI-XVII BB.， M.， 1%2; 

A. n.江pO出 Te員H(peぇ.)， npaKTHKyM nO HCTOpHH CCCP (nepHoぇ中eoぇaλH3Ma)，M.， 1969 

などもカレツキ一品をとっている C

14) R. Hellie， Enserfment and Military Change in Muscovy， Chicago， 1971. この著書;ヱI1CTOpll冗
cccp， 1973， NQ. 2の書浮〔担当者 A.百.CaxapoB)では虞極的な評価が与えられている l.;':，

Slavic Review， Sept. 1972の書評(担当行 J.D. Clarkson)で;主酷評されており， 次の書5語子戸議命;之之でで‘ 

も批判的な扱いをう;けJ-て

ml也口a抗tion，"Canad占1五i白anAme官riたcanS日lavicStudies， Vol. VI， No. 3， 1972. 

15) J. M. Culpepper，“The Legislative Origins of Peasant Bondage in Muscovy，" Forschungen zur 

osteuropaischen Geschichte， B. 14， 1969. 
16)このロシア農奴髄成立論史について法， 19 lli:紀t!l主までについて五.)l.口a)l{HTHOB，“兵BOp兄HCKa兄

HCTopHorpa中H兄 onpOHCXO)l{瓦eHHHKpenocTHoro npaBa B POCCHH (，lJ.ope中opMeHHbI註 ne-

PHO，lJ.)，" BonpOCbI HCTOpHII HapO，lJ.HOrO X03兄詰CTBaCCCp， M.， 1957， 19 I迂紀よ支Td二J戸、て
M. B. Petrovich， “The Peaselnl in f¥lineteenth-Ccntllry Hist()riけどraph:-子 S. ¥V. Vl山i礼K山ιじl'l川1口11化凶ch(什E矢近ζd.)， ， 

T、'11柁ePe白問a己出品t辻11口IIin N 対i山lはlele肘ぞntけhト一t正A:εel寸nlurηyRus州~laλt ， Slan口叶1汁f(り川川}川汀rd，19悦6浴8
史;にこ;主まとまつ/た三もの β、ないが，JI. B. BOJIKOB，“日pOOJIeMa 3aKpenOmeHH匁 KpeCTb兄H B 

POCCHH B COBeTCKO抗日CTOpH三!eCKO註 HayKe (1917 r. --cepe;tHHa 30-x rO，lJ.OB)，" Tpy，lJ.bI 

N¥OCKOBCKoro rocy，lJ.apCTBeHlwro HCTopHKo-apxHBHoro HHCTHTyT3， T. 23， 1967ヵグレコ
フ学説の成也期な扱っている O たにし，既に 120王子f'(;二新な方法論的立場にう己全uこ決石的:こ移行し

たベー・デー・グレコフj(TaM )l{e， CTp. 20) ;ヱ， f-J fv アス t二長If主j日京としてこれ(農奴iM成立の
問題)を搾っていた。J(TaM )l{e， CTp. 15)という 17オルコマハJltl得者ご ;;t，以下にのべるように，

干片は児s論々もっとい~.)() 
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くつかの史料から，政府は 1592年に農民の移動を全面的に禁止する法令を発布したと推

定したのに始まり， その後 19世紀;まじめの国民史家カラムジン (H.M. KapaM3HH)， 19 

註紀中葉のソロヴィヨフ (C..M. COJIOBbeB)とチチェーリ γ(6.H. 4H可epHH)，19世

紀末のセルゲエヴィチ (8.11. CepreeBHQ)などによって代表された O この説は 19世紀

中葉まで、支配的な学説で， 19世紀中葉， もっと具体的にはクリミアの敢戦から農奴解放

までの間，農奴信jへの社会の関心の高まりを夜映して集中的じ発表されたいくつかのロ V

ア農奴制起源論においても，上記のソロヴィヨフ，チチェーリンをはじめ「法令説J~こ立

つ見解が多かった。しかしこの時期には同時に，パゴーディン (NLn.口OrO.llHH)によっ
て[法令説Jvこ対する最初の本格的な批判が展開された。 彼の農奴制起源論は，彼自身の

考えというよりは，スベラ γスキー (M. M. CnepaHcKI査員〉に負うところが多いとされ

ている 1りが， スベランスキーのものより先に発表されたので，彼が「非法令説jあるい

は I環境説jのいわば創始者ということになった。そして， 農奴解放後約 20年嵩の学界

の関心の一時的な低下を経て， 19世紀 80年代に再び農奴制起源論が盛んになった時， 今

や学界の主流を占めたのは，子非法令説jであった。 8，90年代に農奴制の起源の問題で重

要な仕事をした学者は，セノレゲエヴィチを徐くと，いずれも農奴制或立における政府の立

法の役割を二義的なものとみなした。そしてこの政府の立法の代りに，グザュチェフλキ

ーくB. O. KJIお可eBCKH註)やヴラディミノレスキー=プダノフ (M. や. BJIa.llHMH予CKH註-

6Y.llaHOB)が重視したのは，地主に対する農民の負賓と震務奴隷帝U(Ka6aJIbHOe XOJIOロ-

CTBO)の影響(クリュチェフスキー〉と，永い関移動の権利を行使しない農民 (1古住民J

CTa pO'iKlIJIblJ，bI)の[時効J(.llaBHocTb) によるこの権利の喪失，即ち「吉住性J(cTa-

pO'iKlIJIbCTBO)というニとくヴラディミノレスキ.-=ブダノフ)であり， この農民負債説と

古住性説はジャーコノフ (M. A. nb兄KOHOB) によって統合され，定説として確立され

丈こ O

19世紀末に「非法令説 jが有力になったのは，震史学界の関心が一般に法律や制度か

らその普後の社会や経済に移り 18) 一般の塵史家ばかりでなく.法律史家も成文法よりは

慣習法を重視し，モスクワ国家における「立法の創造性の思忽」くH.llC兄 3aKOHO.llaTeJIbHOrO

TBOpQeCTBa)の欠徐が力説されるようになったこと 19) にもよるが，もう一つの，より具体

的な理由は一一一これはパゴーディンにおい〈既にそフであったが一一ータティーシチェフ以

来期待されていた 1592年の法令あるいよそれに代るものが，永年の精力的な史料探索に

もかかわらず，発見されなかったことにあった C ところが 20世紀初頭になって 16世紀の

8， 90年代の史料のなかに 3arrOBe.llHbleJleTa (rO.llbI)即ち I禁説の年jあるいは i禁止

年ーじまるものへの言及のあることが，サモクヴァソフく.n.兄 CaMOKBaCOB) などによっ

17)口a双HTHOB，YKa3. CT.， CTp. 68-70. 
18)このロシア史学界の関心の移動の事情については， J出稿「ベー・ェヌ・ミリュコープと f国家学派出，
スラヴ研究， No. 12， 1968， pp. 10 ff.を参照、されたい。

19) r立法み創造性の思想が知られていなかった時代には，常に，形成されたー殻的な原則の建国が説察
される O モスクワ時代の法令，法規，法令集は，すべての現行法を包含してはいなし、。そのかなり

の部分は，その発生より詰るかにおくれて法規ないし法令になる 5 それぞれの法的規範辻，永い横

行ののちに成支fとされる。J(M.江b兄KOHOB，OqepKH H3 HCTOpHH CeJIbCKOro HaCeJIeHH兄 B
MOCKOBCKOM rocy，lJ.apCTBe， Cn6.， 1898， CTp. 9). 
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て注目されるところとなり， この[禁止年Jというのは， Iユーリーの日 j も含めて農民

の移動が一切禁止される年と考えられたので，農奴制成立史の研究はニニに新たな段階に

入った。もっとも「禁止年 jに関する法令そのものは場存せず， I禁止年」の内容は史料

的に必ずしも明確でなかったので非法令説!のジャーコノブなどは関係史料の発表後

も，この「禁止年!の7主義を出来るだけ低くなようとし 20) しばらくは彼の「禁止年」解

釈が学界で通用したが，農奴制成主;過程での政府の立法の関う二を全く否定することはでき

なくなった O そして，この間 20年代のはじめに，もともと「非法令説J こ批判的であった

プラトーノフくC.φ.f1JJaTOHOB) がラ「禁止年」史料の重要性を説いて， I法令説一|への

額斜を明らかにし， これにこたえてグレコフとヴェセロフスキー (C.5. Bece~oBcKH討

が，農民の移動の権利は，イヴァ γ四世の晩年の 1580年ないし 81年に出されたと思われ

る「禁止年J~こ関する法令によって， Iユーリーの日 j の前後2週間も含めて暫定的に停

止され，しかもこの暫定的な停止は，特別な法令によっ℃この停止が解かれた 1601年， 02

年などを除いて，事実上 1649年 (Co60pHoeY，，10)KeHHeの出た年〉まで続いた，という

説を提示したっこれは一種の「法令説」であるが，厳密な意味のそれではなかった。第ー

にこの説では，タティーシチェフ以来予想されていた恒久的な禁止立法の存在は，もはや

考えられていなかった。これに対して，新たな史料の発掘と解釈にもとずいて近年カレツ

キーが唱え出したのは，やはり恒久的な禁止立法が 1592年または 93年に出されていたと

いう説で，この新たな「法令説」をめぐって現在ソヴェト史学界では論争が行われている

のである O それから第二;こ一一一これはさきにのべたようにグレコフの場合とくにそうであ

ったが一一一ロシア農奴制成立の主要な条件=前提として 16世紀におiナる領主の賦役経営

の展開が強調されていて，そこに広ある忌;味で i環境説J=I非法令説jへの領斜もみられ

たC 従って， 30年代にさらにグレコブによって補強されてソヴヱト史学の定説とみなされ

ることになるこの説は， I法令説jと「非法令説 j を綜合した第三の中開設とみなさるべ

きもの21) であった O

II プラトーノフの農奴化論と 20年年代の学界

グレコフ説の成立において無視できないのは，プラトーノフの役割である O このことは

後にグレコフ自身ぷ明記Lており 22) f虫の新究者もこのことを指擁している。23) 革命後ソ

ヴェト史学界では，革命前からのマルク λ主義者でポリシェヴィクでもあった例のバクロ

フスキーくM.H. nOK pOBCKH幻が， r マルクス主義墜史家協会J(06meCTBO HCTOPHKOB-

MapKCHCTOB) の創設(1925) など，マルクス主義史学の強化と組織化に努めたが，学界

へのマルクス主義の参透は徐々にしか進まなかった O ミザュコーフ (11. H. MH江由KOB)

20)イヰ編 p.8を参照 G

21) Petrovich， op. cit.， p. 230. 
22) E. )l，. fpeKOB， KpeCTb完HeHa PyCH C江peBHe註lllHXBpeMeH .lI.O XVlI BeKa，日3.l1..2-oe， T. 
II， M.， 1954， CTp. 273-74. 

23) 11. 11. CMHpHOB，“E.且.fpeKoB KaK HCTOpHK pyccKoro KpecTb兄HCTBa，"E. )l，. rpeKoB， 
KpaTK凶 OqepKHCTOpHH pyccKoro KpecTb間 CTBa，M.， 1958， CTp. 6-7 ; B.比五opeu邸前，

“K HCTOpHH中OpMHpOBaHH冗 KpeロOCTHoronpaBa B POCCHH，" Bonpocbl HCTOpHH， 1964， N2. 
6， CTp. 80. 
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はじめ何人かの有力な歴史家が革命後国外へ亡命したが，国内にとどまったブ、ルジョア史

家も少なくなく，プラトーノフはその代表的存在であった。保守主義者として知られてい

たプラトーノソは，恐らくそのため， 1926年に 1899年以来のベテノレブノレク(ベトログラ

ート〉大学教授の識を去ったが， ブルジョア史学に対する露骨な弾圧は 20年代の末まで

みられなかった。そしてこのためプラトーノフは， 1930年に追放されるまで学界で，とく

にその専門とするモスクワ時代史の分野で，隠然たる勢力をもちつづ、けたが，このプラト

ーノフが，彼より一回り若いが，やはつモスクワ時代史の権威で， 1918年以来ベトログラ

ート大学教授のプレスニャコフ (A.E. flpeCHHKOB) とともに，農奴制成立史の研究に

ついて， 20年代のはじめに重要な発言をしたのでるる O

この二人の発言は，農奴制の成立過程における「禁止年」の重要性を示唆したものであ

るが， 先づ 1921年にプレスニャコフがその[ロシア史学における農民の運命とその研究

課題」ω で，農民緊鱒の問題は[わが摩史学で、まど未解決で」あるとし， 1基本的な未使

用史料の研究の深化Jをよびかけた025〉ついで翌年プラトーノブがその「モスクヲ=ルー

シにおげる農民土地緊縛の持期と方法についてj で， もっとはっきりと， r禁止年J関係
の史料が農奴制或立問題の解決に決定的な転回を与える可能性のあることを示唆し，次の

ように主張したO

「農民緊縛の時期と方法に関する問題の今後の探究の目的は，モスクワ政府が何時，

如何なる形で禁止年に関するその命令を実施したか，を説べることである O タティーシ

チェフとその後継者たちが農民の総体的な土地緊縛の法をさがしたように，今やわれわ

れは， r定められたJI(ypOtIHble) r禁止年Jにおける農民の非退去作eBbIXO丘〉と非連
行 (HeBbIB03) に関する F君主の禁令JI(rocynapeBa 3anOBenb) をさふさなければな

らなし、cこれが，この問題における当面の最重要課題であるoJ26)

このようにこの論文で新たな法令説を主張したプラトーノフは，例の[-古住性jについ

ても，これを負震その能の私的な関係からではなく，土地台帳への登録による納税義務へ

の緊緯という，公的・法的な側面から説明すべきものとした。27) プラトーノフはもとも

と，クリュチェアスキーなどに比べて，モスクワ時代の歴史における君主・国家む役割を

重視する立場をとっており，既に 1899年に， 1早くも雷帝〈イヴァ γ四世)の時代に農民

連れ出しくBbIB03) に関するなんらかの措量がとられたoJ11.、ずれにせよそスクワ政府
は，昌己の利益と勤務者たる小地主たちの利益を守るために，農民の移送付epeB03) の

問題に関与する必要に追られた。課税地に住んでいた農民の移送は，課税からの正常な収

入を政府から奪い，勤務者からの農民の離去 (yxo心は，勤務者の以入と勤務の可能性

を奪ったoJ28〉と述べていたomそしてこの傾向は， 1禁止年J史料の発表ののちさらに強

24) A. E. OpecH完KOB，“Cy)J.b6bl KpecTb冗HCTBa B pyCCKO詰 HCTopHorpa争HH H 3a)l.a可H HX 
H3y可eHH克"ApXHB HCTOpHH Tpy)l.a B POCCHH， KH. 1， 1921. 

25) B. YI. KopeUKH員， YKa3. CT.， CTp. 80 ~ JI. B. BOJIKOB， Ya3. CT.， CTp. 9. 
26) C.φ. nJIaTOHOB，“o BpeMeHH H Mepax npHKpenJIeHH兄 KpeCTb兄HK 3eMJIe B MOCKOBCKO註
PYCH，" A pXHB HCTOpHH Tpy)l.a B POCCHH， KH. 3， 1922， CTp. 22. 

'27)τaM )f{e， CTp. 21. 
28) C.φ.nλaTOHOB， OqepKH no HCTOpHH CMyTbI B MOCKOBCKOM rocy瓦apCTBeXVI-XVII 
BB. (H3)1.・ 1-oe，1899)， .H3)1.. 3-oe， C06.， 1910， CTp. 161-62. 

29) I"J nえよi1Li士，c.φ.I1λaTOHOB，JIeKUHH fIO pyCCKOti HCTOpHH， C口6.，1904， CTp. 167 こもみ
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まり， 1921年のその著書「ポリス・ゴドゥノフJ30) で辻，プラトーノフは既にはっきうと

「非法令説jを否定 L，新たな子法令説JIこ傾いてL、た。

[既にイヴァン雷干去の治世に，ーとの正確な'1主務はわからないが，農民の連れ出しに関

してなんらかの対策がとられ，力づくで農民を連れ出すことを禁じ，また一定期間一一

政府が事前に正確にきめた i禁止年Jvこ一一農民を連れ出すことを一切認めなし、法令が

発布されてし、たoJ30

「ポリス・ゴドゥノフが農民の土地緊蒋と自由人の隷属体制の創造者ないし創始者で

あった， ということはできなし、葉氏の移転をさまたげた一般的な諸措置が 16l:!t紀に

とられたと認めるならゴ，その起源はポリス・ゴド，)ノブの時代の法ではなく，イヴァ

ン雷帝の f禁止年』のなかにみられなければならなL、oJ32)

このご‘つの引用のうち，初めのもの法， それと辻ぼi司じ表現がプラトーノフの 1924年

の著書，[動乱時代」でもくりかえされている 33) が，後者ではこの言葉に続い之さらに

fこれによって農民の F立ち去りj](BhIXOえ〉の権利は暫定的に廃止されたO 廃止は雷幸
の時代に既に存在し， 16世紀の末まで続いたc 従って，廃止は， ([J[別の〕法令までの心

暫定的なものと認められてら、たとはし、え，継続的なものであち，その効力を数十年間も延

長したのであるoJ34) とのべられている O

プラトーノフの 1922年の論文vi，カレツキーが i縞領的論文Jとよんでいる35) ほと研

究史の上で重要なものであるが，比較的短いものなので，にここでは，これを同じ時期のプ

ラトーノブの抱の文献，即ち「ポリス・ゴドゥノフ」と「動乱時代jで補ったが，モこで

明らかなことは， 20年代前半のプラトーノフのこのような見解が，グレコブのロシア農奴

制或立史研究の出発点になっていること℃ある O この問題に関するグレコプの最初の業

績，即ち 1926年の Jユーザーの臼と禁止年 ]36) 主， のちにみるように， 極端iこし、うなら

ば，プラトーノプの提唱した新たな農奴制成立論に経済史的な背景，前提の説明を加え

て，これを補強したものにすぎない刊のである O もっとも， I禁止年 iの実施を農奴制成

立の契機=出発点とする見解は，既に 1909年にサモグヴァソフか， i禁止年 j関係の史料

を含む新史料集38) を発表した擦に，その解説のなかで、展開していた。

られた。

30) c.φ.IlλaTOHOB， 50pHC 10ぇyHOB，nf'.， 1921. 
31) S. Platonov， Boris Godounov. Tsar de Russie (1598-1605)， Paris， 1929， p. 134. 
32) Ibid.， p. 145. 
33) c.φ. n.naToHoB， CMyTHoe BpeM冗， npaf'a， 1924， CTp. 44-45. 
34) TaM )Ke， CTp. 45. 
35) KOpeUKH九 YKa3.CT.， CTp. 80. 
:36) 5. ll.' 1peKoB，“lOpbeB .lleHb H 3anOBe.llHbIe roえEd，"は3BeCTlUI AKa.lleMHH HayK CCCP， 
T. XX， Jl.， 1926. 

37)このような経済的な背景の説明の必要も，上ぷ論文でプラトーノフヰ既に指臨していたor農民緊神:
の経史は， 研究告がそれを， 16 世紀強_'j'oiこそ入グヲ社会が経験した大きな鼓!誌の説明， モスクワ ~~1

心 ~;ij からの勤労民のうミド目的移記子，同の j詰先進地法の経済的開発の破滅と結びつ i子る時;之こめて，正

しく揖治通れうるoJ(Il.naToHoB，・'0BpeMeHH・・ a・・・，"CTp. 220 ニれ乞一一これに(t-とはないが一一
果たしたのが， 1926 ~l'. のグしこI ブの 11bλ; ミエうる。

3宗)MOCKOBCKHH apxHB MHHHcTepcTBa IOCTHUHH， ApXHBHbI負 MaTepHaふ HOBOOTKpblTbIe.ll.0-
KyMeHTw nOMeCTHO-BOT可llHHblX円 pe)K.lleHHtiMOCKoBcKoro uapcTBa， II， 1909. 
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f農民の立ち去りと連れ出し，それからこれに起留する隣接地主関のはてしない紛争

を停止させるため，イヴァン雷膏は，国の人口の総登録と課税方法の改善にとりかかり

つつ，土地台帳，調査簿，移動簿にのった農民についてその立ち去りと連れ出しを，そ

れがどのような条件のものであれ，記録係に対する指令で禁止した。イヴァン雷帝のこ

の法が，新たに発見された史料で『禁止年』に関する法とよばれているのであるoJr法
令集 (CY.l{e6HHKH) のユ~!J一日の期間の農民の立ち去りと連れ出しは，イヴァ γ 西

世の死の 2年前に法律によって禁止されたのである。J39)

しかし この後も学界では， r禁止年」の実施を農奴鋭成立の決定的な契機とする考え
は支配的にならなかった。これには， I非法令説jをとる研究者， とくにジャーコノフの

1915 年のサモクヴァソフ説批半Ij~O) が大きな役割を果たしていた。この批判は， 1) r法令

集jの規程誌 16世紀の90年代にも生きている， 2) I禁止年jは，特別の特権付与によって，

個々の人物のために，特定の地域について「法令集Jの適用を露止したものである， 3) r禁
止年J;主時限的な措置であった，という 3つの論拠から展開された041) 即ち， Iこの原期は，

その適用に特別な措置が要求されるので，一般的な法ではなかった。ユ{ザーの日に関す

る法令集の原則が 1592年になお依然として一般的な法である。…………禁止年は後ら〈関

係地主たち〉の請願にもとずき，特別な措置によって実施され始めた042りというのが，ジ

ャーコノフの「禁止年J 論の要旨であった。ジャーコノフは，その遺稿「封地と農奴制J43)

でも，rr禁止年Jl~こ関する原則の適沼は，農員の転出に関する法令集の諸規程を一定期間，
一定地域について停止する結果しかもたず，それ以上のもので、;まなかった。“りとした。

そして，この論文では「禁止年]について法これ以上ふれることなく，注意、を専ら封地

(nOMeCThe)における農民の地位の問題にむけ， I封地で農民緊縛がどのような方向をと

っていたか， またこの慣行が動乱時代以前に既にどれほど遠くまで進んでいたかoJ45) を

論じた。

ジャーコノフによる「禁止年Jの理解と研究の方向づけは，その後の研究者にも継承さ

れ、 ベザャエブは 1916年に発表した論文4ので，農奴制の発生を問題にしながら， r禁止
年Jvこは一切ふれず， r古くからの領主権付OTl.JHHHa兄 BJlaCTb) の基礎の上にJ，15-16世
紀に最盛期を迎えた領主所領 (ceHbepH刃〉こそが， f農奴1tJUの細抱一jであるとした047} グ

レコプは後に研究史を回霊長して， このベリャエフの研究と， 革命後20年代のトホルジェ

39) f'peKoB， KpecTh完HeHa PYCH， II. CTp. 270月fリi。
40) M. A. ，D.hHI王OHOB，“BhIXOJlHhIeH 3anOBeぇHhIeJIeTa，" l-'I3BecTHH neTpOrpaJlCKOrO nOJIH-
TeXHHt:JeCKoro HHCTHTYTa， T. XXIII， 1915. 

41) f'peKoB， KpecThHHe Ha PYCH， 11， CTp. 271. 
42) 11. M. Ky JIH出 ep，I1cTopH匁 pyCCKoroHapOJlHorO X03冗員CTBa，T. 11， M.， 1925， CTp. 124 (]. 
Kulischer， Russische羽Tirtschaftsgeschichte，B. I， Jena， 1925. S. 219)所引。

43)“nO島町CTheH KpecTh完HCKa兄 KpenOCTh'七この論文は A.11. nOCTHHKOB教授に献げられる論
文集の一編と Lて書かれたが，論文集は刊行されなかった。

44) KyJlH皿 ep，YKa3. CO可.， CTp. 124 (Kulischer， op. cit.， S. 219-20)所ヲ10

45)口J1aTOHOB，“oBpeMeHH..….，" CTp. 22所引。
46)口.珂.5eJl兄eB，“，D.peBHepYCCKa冗 ceHhepH匁 H KpecThHHcKoe 3aKpenOmeHHe，" )l{ypHaJl 

MHHHCTepCTBa回CTHUHH，1916， OKT兄6pb.
47) f'peKOB， KpecTb兄HeHa PYCH， 11， CTp. 272. 
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フスキーとポロシγのそれぞれの研究46) を， I農奴制形成の重要な要素のーっとして，領

主制 (nOMeCTHO-BOTQHHHY詰 pe)I(HM) に大きな注意、を払った」ものとして，重視してL、

るが，紛「禁止年J(7) 問題についていえば， カレツキーの指摘しているように 50) トホル

ジヱフスキーも，ポロジγ も，基本的にはジャーコノフに近い理解を示していt.::.o例えば，

ポロシン;主51)その 1929年の論文で 52) I禁止年|をノヴゴロド地方， それもシェロニ区

〈立leJIoHcK3兄 II兄THH3) に限られたものと考え司 この I!I禁止Jの，地方的かっ暫定的な

ものから全国的かつ恒久的なものへの転化ば，現実的諸条件にかかわることであり，ある

時点に法律文書によって認証されたというものではまずなかったoJ とのべていた053〉

カレツキーは， 20年代にもう一人ゲイマンもジャーコノフ説をとっていた， としてい

る54) が， そこでカレツキーが言及しているの法， 1921年のプラトーノブの了ボザス・ゴ

ドゥノフ」に対するゲイマン'の書評論文55) で， この書評でゲイマ γは，農奴告IJ成立に関

するプラトーノフの説を検討し， Iアカデミー会員プラトーノフによって提出された興味

深い仮説が，論議の余地のない歴史事実に変身するか，それとも反対に，色あせてしまう

かは， この仮説にかかわる史料の今後の発克と公刊次第である。」加といっていた。そし

て，このような事実に，さらに，著名な経読史家クーリシェルが 1924年の論文57) でクリ

ュチヱフスキーとジャーコノブの農畏負債説を擁護し 58) 翌年の「ロシア経済史J59) でも

これを踏襲して， r-農民の隷属は慣習法と Lて徐々に形成されたのであって， なんらかの

政府の行為に負うものでは決してなL、c そJれは，農民の人格と財産に対する権力を地主に

48) C.討.TXOp)KeBCKH詰，“flOMeCTbeH KpecTb完HCKa兄 KpenOCTb，"Tpy)l. B POCCHH， T. 1，λ.， 

1924; 11. 11.ロonOCHH，“f1oMecTHoeπpaBOH KpecTb兄HCKa兄 KpenOCTb，"YqeHble 3anHCKH 
I1HcTHTyTa HCTOpHH PAHI10H， Bbm. 4， 1929. ポロシン論文法，現在. 11. 臼.口oλOCHH，
COUHa~hHo-nO~HTHqeCKa兄 HCTOpH兄 POCCHH XVI-Haqa~a XVII B.， C60pHHK CTaTe註， M.， 
1963， CTp. 34-57に収められている O

49) rpeKoB， KpecThSIHe Ha PYCH， II， CTp. 272. 
50) B. 11. KopeUKH払“日3HCTOpHH 3aKpenOlU，eHH兄 KpeCTb匁HB POCCHH B KOHue X VI-Ha羽Jle
XVII B，" I1cTopH匁 CCCP，1957， .NQ. 1， CTp. 163， npHM. 7. 

51) ドホルジェブスキーの|禁示7ドJJ'Il角予;こっトて(ヱ， .n. B. BOJlKOB， Ya3. CT.， CTp. 10; rpeKOB， 
KpeCTb匁HeHa PYCH， II， CTp. 272及び R.Hellie， op. cit.， p. 8てと参照。

52) この 1I1純文ば， 19211ドク)11li員渋;li'¥:' nl ¥，lIJ Lたらのであるが， ボロシン芯， この口組骨i;t;ののち 1926
:rのゲレコブ"命之/一':どもh../二 p仏， /:( J" nj}の探??ば去Jとの{点if!f(がち乙と 7号えている，と発表iこ当つて
のべている o (f10Jl0CHH， Couna.lIbHo-noアIHTHqeCKa兄 HCTOp沼兄.....， CTp. 34， npHM.。

53) f10JlOCHH， COUHa.lJ:HHO-nOJlHTHqeCKa先日CTOpH完…・..， CTp. 56. 

54) KopeUKH芸， “113 HCTOpHH 3aKpenomeHH兄 KpeCTb匁H.…ー"I1cTop廷兄 CCCP， 1957， .NQ. 1， 
CTp. 163， npHM. 7. 

55) B. r. fe員MaH，"HoBoe OCBemeHHe BOロpoca0 npHKpenJleHHH KpecTb匁H，"PyCCKH註 HCTO・
pHqeCKH員)KypHaJl， KH. 8， 1922. 

56) I'peKoB， KpecTbSIHe Ha PYCH， 11， CTp. 273， npHM. 49 号HI。

57) 11. M. Ky沼田ep，“HeCB060，lJ.HOeCOCTO先日HeKpecTbSIH H O，lJ.HH H3 npH3HaKoB ero一回PH-
江沼可eCKoe H 中aKTHqeCKOe npeKpa回 eHHe nepexo，lJ.a B 16-17 CT.，" Tpy江BPOCCHH， T. 1， 
瓦.1924. 

58) Hellie， op. cit.， p. 8;刀.B. BO.lIKOB， YKa3. CT.， CTp. 10-11. 
59) I1. M. Ky注目出ep，I1CTOp泊先 pycCKoroHapo江HoroX03兄負CTBa，T. I-II， M.， 1925 ; J. Kulischu， 
Russische Wirtschaftsgeschichte， B. r， Jena， 1925.この露語坂と独語版Iこは，部分的Lこかなり異同
があり，機 Lて独 1I耳目圧のjjが開明でちる。なお否認版で2問の分が独語版でほ 1聞になっている。
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与えた一定の経済的諸関係の結果とみなさるべきであるつJ60) と論じていたことをつげ加

える 61)ならば， 20年代には，農奴制成立史の研究は，基本的にはなお[非立法説 J(1環

境説J)の路線の上で進められていたということができる o 20年代はじめに学界の権威，

プラトーノフが{禁止年 iの重要性を説いたこと法，確かに萌究者の関心を.改めて「禁

止年Jの問題にむけたが，スミルノフが 1942年に研究史を回顧して， Iエス・エフ・プラ

トーノフの見解は， 1920年代に農奴制史の諸問題を研究した摩史家たちに極めて大きな影

響を与えた。 1920年代を通じて，ロ Vア農奴制史の研究は『禁止年Jのスローガンのもと
に行主われた，とL、し、得る ojS2〉といっている 63) のi主，明らかにし叫、すぎである小

111 ゲレコフ読の或立をめぐる問題

このようにグリュチェフスキー=ジャーコノフ説がなお大きな影響力をもっていたなか

で， 20年代にいち早くプラトーノフ説を受入れたのが，先ずグレコブであり，次いでヴェ

セロフスキーであった。即ちグレコフiヱ1926年に前記の論文「ユーリーの日と禁止年J
を発表し， ヴェセロフスキーは 1929年「農民の農奴化の歴史からくユーリーの日の亮

止)J6U を発表した。この二つの論文は，プラトーノプが 1931年にドイツの雑誌にのせた

論文65) で非常に高く評価したもので，前者についてはプラト{ノフは，庁禁止年jの起

源並びに農奴昔話の起源は，ベー・デー・グレコフの研究で正確な説明を与えられたoJ66)
「この問題は，彼〔ジャーコノフ〕ではなく，より若い世代の一学者，ベー・デー・グレ

コフ教授によって解決された。J67) といい，ヴェセロフスキー論文については， rロシアに
おける農民の農奴化の発生の時期と方法という重要問題の定式化J68) を与えたものとこれ

を評髄した。またグレコフ自身がのちに，この二つの論文によって，可禁止年Jlvこ関する

法令を，ユーりーの日を暫定的に(ただしこの暫定性は半世紀以上も長びいた〉廃止した

法とみる見解ぷ基礎づけられた。」伺〉とのべている O ただし，グレコフはこの場会， ヴェ

セロフスキーの論文を 1929年ではなく，被告身の論文と同じ 1926年に出たものとしてい

るが，これは間違いであるo1926年にヴェセロフスキーが発表したのは， JJIjの研究， 1-領主

60) Kulischer， op. cit.， S. 207. 
61) 1927年に出たリャシチェンコの「経済史」の初版〈口.11.江見出eHKO，I1cTopH河 pyccKoroHapo瓦・
Horo X03克註CTBa，M.一江.， 1927) も， クリュチェフスキー=ジャーコノフ説に従っていたことは後
;このベる通りである。

62)討.11. CMHpHOB，“口po6ReMhlKpenOCTHHqeCTBa H 中eo江a~H3Ma B COBeTCKO負 HCTOpHQeC-

KO負 RHTepaType，"且BaJJ.uaTbn兄Th~eT HCTOpH可eCKO負 HayKHB CCCP，ル¥.一刀.， 1942， CTp. 
93. 

63)スミノブd:， 1958年にも同じ言葉るくりかえしている o CM. 11. 11. CMHpHOB，“5.瓦.fpeKoB 
KaK HCTOpHK予yccKoroKpecTb冗HCTBa，"5.且.fpeKoB， K paTKH白0可epKHCTOpHH pyccKoro 
KpeCTbHHCTBa， M.， 1958， CTp. 7. 

64) c. 5. Bece~oBcKH払“日3 HCTOpH沼 3aKpeno出eHH兄KpeCTh完日 (OTMeHa約pbeBa江日兄)，"Y可e-

HbIe 3anHCKH HHC'I沼TyTaHCTOpHH PAHHOH， BbIn. 5， 1929. 
65) S. F. Platonov， "Der gegenwartige Stand der Frage nach der Entstehung der Leibeigenschaft 
in Russland，" Zぞitschriftfur osteuropaische G行 chichte，B. V， Heft 1， 19:11. 

66) Ibid.， S. 17. 
67) Ibid.， S. 16. 
68) Ibid.， S. 19. 
69) fpeKoB， KpecThHHe Ha PYCH， II， CTp. 274. 
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1!i1Jの起源の問題によせてJ70l であり， 二れではヴヱセロフスキー;土， i禁止irミ;の問題に

ついてなお 4ょっきりしたことを述べていなかったJi〉

この 1926年のヴヱセロフスキーの研究は， ロシアの農奴告Ijの起源を，領主のインムニ

テートに基礎をもっ領主1lJ1j(BOTtIHHHbI註 pe来日M) に求めたもので殻的には，前記の

トホノレジヱフスキーやポロシンの研究と同一性費のものであった072) Lかしこれ之，とく

にロシアにおげるインムニテートの成立と発展に焦点を合わせたもので 73) この点では，

カシュタノフ (C.M. KaWTaHOB) に代表される現(l:のソヴェト学界のロシア畏奴制成立

史研究の一つの傾向一一一インムニテートの発展のなかに農奴制の成立を λ ょうとする¥'，:

場74)一一ーの先駆ともいうべきものであったJ5〉ただし，それが発表された時点ではこの研

究:ヱ，前記のプレスニ γコブ教授の厳しい批判をうけたっプレスニャコフは，既成の歴史

家のうち苧.命後最も早〈マノレグス主義への傾斜をみせた人物で、あるが， 1927年のー論文7G)

で，前年に発表されたヴヱセロフスキーの研究i二多くの長所:を認めながら，その方法を，

社会経済史の過程から切断された形式法学的なものとして批判したのであったJ7)これに

対 Lてのらにヴヱセロフスキーは， その著書のなかで毘批判を試みた78) が， この著書が

きたその発刊後間もなく，非マルクス主義的であるとして薮しく批判され，恐らくはこの

ため，この重要な著作も第二巻は出寂されなかったのヴェセロフスキーは，多くの貴重な

実証的研究を残したが，ソヴヱト学界にあって，死ぬまで非マルクス主義あるいは前マル

クス主義の立場を固執した珍ら Li.、手IJで .9) その政治的な無帯用さは，グレコフと好個の

対照をなしていた。

ところで，マルグス主義への傾斜を示したプレスニャコフが，f::記の論文において，ヴ

ェセロアスキーの[形式法学的方法 jと反対に高く評価したのは，グレコフの社会経済史

的方法であ川彼;主とくにグレコブのノヴゴロド大主教領の経済史的研究80) を，農奴説史

研究にも新しい途をひらいたものと Lて高く評価したの81) L方、しここで注意、すべきは，社

70) C. 5. BeCeJIOBCKH仏 K Bonpocy 0 npoHcxo*ぇeHHHBOT'-IHHHOrO pe*HMa， 1¥1..， 1926. 
71) Platonov， op. cit.， S. 18 ;λ. B. BOJIKOB， YKa3・CT.，CTp. 11. 
72)0可epKHHCTOpHH HCTOpHqeCKO員 HayKH，T. IV， M.， 1966， CTp. 275， 278. 

73) Platonov， op. cit.， S. 18 ; CMHpHOB， '‘5.瓦.rpeKoB KaK...…，" CTp. 8， npHM. 2 ; JI. B. BOJ1KOB， 
YKa3. CT.， CTp. 11. 

74) c. M. KalllTaHOB，“K HCTopHorpa中HH KpenOCTHOf'O npaBa B POCCHH，"日CTOpH兄 H HCTO・
pHKH. I1cTopHorpa中日短波CTOpHHCCP， 1¥1..， 1965 土， このよろな江場から， 19位紀 80年代まで
のずンムニテート (*a.10BaHHble rpaMoTbI) 孫r定ヲ~ t(扱ったもので， 狭義の農奴昔話成 ¥'r.論ヲミ;こふ

hていないのが特徴的である。
75) 力、ンュヲノ 7 ばその冥efij:で，ヴェセロブスキー乃この務究ミヒ研完ちとの上で特に貴重なも乃と L てi九

;ぷ1IIIilていち η cc. M. KaUITaHOR， COUHa.1bHo-no.1(隠れl'H'CKa匁 HCTOpH河 POCCHH KOHU3 
XV-nepBO日 nOJIORHHbIXVI B.， 1¥1..， 19m， CTp. 7) 

7(i) A. E. n pecH兄KOR，“BOT可HHHbIHpe*HM II KpecTb兄HCKaHKpenocTb，" JIeTonHcb 3aH刃TH説
口OCTO兄HHOおHCTopHKo-apxeorpa今日'-IeClwIIKOMHCCHH， BbIn. 1 (34)，立.， 1927. 

77) C~mpHOB. “ 5. 1l. rpeKoB KaK・0…..CTp.九日pHM.2 ; ero *e， '‘口p06J1eMWKpenocTHH可ec-
TB3..... .，" CTp. 93. 

7宗)C. 5. Bece.iIOBcKHH，φeoぇaJ1bHOe3eMJ1eBJ1aぇeHHeB ceBepo-BOCTOqHO長 PYCH，T・1，M-Jl.， 
1947， CTp. 110 H CJle，ll・

79) illll1¥':r ff ，';アン 4[!町内e'r午:の'1'1:栴 I(1). スラプ!ilf吃.池.5， 1961， p. 21 々悲照。
ぷ0，s.且.rpeKoB. “O可epKH nO HCTOpHH HOBrOpO，llcKOrO Co中日fICKOf'O ).(oMa，" 瓦eTonl1Cb
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会経済史的アプローチがたゼちにマルクス主義的アプローチではないということである O

20年代のソヴェト史学では，マルクス主義の理解ほなお驚えほど杜撰であって，経済史研

究， あるいは経済史的説明がただちにマルクス主義とみなされる傾向があったo I古い位

代の歴史家の多くは，経済的唯物論を経てマルクス主義に達したJ82) のであって，プレス

ニャコフのグレコブ評価も，恐られま，そのような経済的唯物論に近い立場からなされた

と考えられるが，グレコフ白身辻，プレスニャコフが高く評価したノヴゴロド経済史の研

究でも，また問題の 1926年の論文でも，客観的には， そして恐らく主観的， 自覚的にも

マルクス主義者ではなおなかった。 1926年の論文で彼は，商品生産を呂的とする領主の賦

役経営を f資本主義的な意、味での経営 jとよび，まずこ領主昔話下の貧農を「農村プロレタザ

アート!とよんでいる舶が， I資本主義一!や fプロレタリアート Jといった言葉のこのよ

うな非歴史的な使用法は，マルクス主義以前の社会経済史学のものであろう 084〉またこの

論文は元来， 1925年 10月 21日にアカデミーの霊史学と文献学の分科会でプラトーノフに

よって紹分されたもので，論文の文末でグレコフはわさごわざ，自分の結論とプラトーノブ

のそれの一致を指摘して， 後者の「ポリス・ゴドクノフJを引用している 85) が， このプ

ラトーノフの著書はノミクロフスキーの骸しい批判をうけていた86) ので， こうしたことか

らも，グレコフが自分自身を当時のマノレクス主義史学から遠いものと考えていたことが推

測できる O

ソヴェトの研究者は， 30年代前半に急に学界で拾頭して，忽ちソヴェト史学の指導者に

なるまでのグレコブの学問や思想の額向にはあまりふれたがらなし、ので，はっきりしたこ

とはわからないが 87) 亡命学者のシュテッパはグレコブを， rポリシヱヴィクないじマル
クス主義者でなかったかぱりでなく，自由主義的傾向すらもたない革命前の摩史家，最も

保守的な陣営の歴史家であった cj88〉とし，ヤレシュも， rわ;うミっているi袈りでは，彼はこ

3aHHTH註 nOCTOHHHO負 HCTopHKo-apxeorpa中HQeCKOH KOMHCCHH， BblI1， 33， 1926 H 34， 1927. 
グレコフのこの研究はのちに.6.瓦.fpeKoB， Hs6paHHble TPY.lI.bI， T・111，M.， 1960に訳められ
ずこ。

81) CMHpHOB，“ 6. ，U. rpeKoB KaK....ー，"CTp. 8. 

82) JI. B.瓦aHHJIOBa，“CTaHOBJIeHHe MapKcHcTcKoro HaI1paBJIeHH兄 B COBeTCKO負 HCTOPHO-
rpa中HH9I10X況中eO.ll.aJIHSMa，"HCTOpHQeCKHe 3aI1HCKH， T. 76， 1965， CTp. 119. 

83) fpeKoB，“lOpbeB瓦eHbH SaI10Be瓦HblerO)l.bI，" CTp. 67， 72. 
84) ダニロ，;7'プによれば.1語世紀末からロシアのブルジョア史学では，農奴制心起源を，自黙経済の貨

~害・資本主義経済への移行と結;アつ汁る見解が堅持されていたJ が， r20年代にこの見解を代表した

のは，傍えば，ベー・デー・グレコフの議研究であり……ロシアにお:する農奴鵠の発生に関ーするグ
レコブの意見はマノレグス主義の理史家の(ltUから批判された。JC，UaHHJIOBa，“CTaHOBJIeHHe. . 
CTp. 93) 

85) rpeKoB，“lOpbeB )l.eHb……，" CTp. 84. 
86) CM. O. ，U. COKOJIOB， M. H. 日OKpOBCK双首 H COBeTCKa克 HCTOpH可eCKa先日ayKa，M.， 1970， 

CTp. 224-25. 

87)ただし，スミルノフは，次のようにのべることで， グレコフの 20年代の仕事がまだマルクス主義の

立場に立つものでなかったことを示唆している o 120 年代の農民史評究全体に特徴的なのは，農民史
の研究者たちが，その歴史観の違いや『禁止年』の問題江関する見解の多律性にもかかわらず，本質

的には， 古いブノ.-ジョア的観点にとどまっていたことである O …・・・新しい， マルクス主義的な開題

設定はなお存在しなかった。JCCMHpHOB，“6. ，U. fpeKoB....一，"CTp. 8) 
88) K. F. Shteppa， Russian Historians and the Soviet State， N. Y.， 1962， p. 149. 
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の時期に， とくに T進歩的Jな見解で目立つようなことほえかったの J89) としているっそ
Lて実は，このようなグレコフの立場が，プレスニャコブとよ違って死ぬまで革命前の歴

史学の伝統を守ったプラトーノフに， 1931年の上記論文で， グレコフの 1926年の論文を

高く評f屈すること仰を可自L'二も Lたと考えられるのであるつ

さて、プラトーノブ i二評揺されたグシコブの問題の論文之，次のような内容のものであ

ったっロシアの地主は 15世紀と 16世紀のはじめにd.，直営地経営を行なっておらず，領

内の農民から穀物と貨幣を受けとるにとどまったが， 16世紀前半になると直営地経営をは

じめたo!lJ) 16世紀後半イヴァン 4世の豆大な圏内改造とりヴォーニア戦争に伴った危機が，

地主にもそこに住む住民にも大きな困難をもたら L，需主の土地に法，経済的のみなら

ず¥経済外的にも領主に隷属する貧乏 (606blmi)が現れ農民に対する地主の権力h主こ

の時期に疑いもなく拡大された。 )92) 16世紀前半に始主った直営地拡大の方向法， 1危機」

にもかかわらず続いたo 1危機 iは!むしろ， こJれをさ bに力強く推進するように新たな

刺戟を与えたoJ93)i従ってわれわれにとって出発点となるのは，世襲地と封地の地主たち
の自家経営の出場と，そこから主まれるところの宅土地から然るべき収入を得る可能性を

保証する労働に対する， さまざさな型の地主たちの関心である。 16世紀後半の経済危機

は，疑いもな〈経済の一一般的な展開過程を緊張させ、複雑にしたでカか通<Lτ，社会と国

家家9の前iに二

年に教会会議}点がうJ~問カか、れ，畏民を俗界所領から聖:界所領へひきつけていた後者の免税特権

(TapxaH)が停止されたむし主、 L，それと並んで p それより重要なのは，農民の自由な移

動を直接制限することであったJ5}史料を検討すると， 11580年には土地台帳でこの(農

民の〉離去と立ち去りが完全に公式に語られているが， 1581には既に禁止されたものとλ

なされておりき従って禁止年の法改 1580年にはじめて現われたoJ96)即ち 11580年は，立
ち去りと連れ出しが，ある地主から抱の地主への農民労働力の移動の合法的方法として語

られている最後の年寸あり，これ以後は情況が完全に変ると 1581年カ込rJU禁止年Jが効力

をもちはじ;、1)，今や裁判所は， 法令uミ(CylI.e6HHKH) の諸規程を指針とせず， 係争の対
R9) L. Yare~h，“Thぞ Problem of Periodization;' C. E. Black (Ed.)， Rewriting Russian History， N. 

Y.， 1956， p. 54. 

90) ヅラトーノ-;，土この諭之、三， 1930年にjiiFこっシア投奴制成心;乙|現ずるグ V コブの第:の;治之 (5..Ll，. 

τpeKOB，“npOHCXO)KJI.eHHe Kperrocnwro rrpaBa B POC:CHH，" KpenocTHa只 POCCH匁. C6op-
HHK cTaTeii， JI.， 1930) 二よふれどいな~ • /)'， ， その理由;主去っ主:)L ない。な _J"J， グンコフ j)二
の第:論文は子;こ入れるのがおくれたので，本高で;主これを十去に生かすことができts:.カ‘ったが，内
有的には， 1926年の論文の議論点をさらーこくわしく展認したものでまちる。 ニの論文におけるグレコ

アの基本的な立場が 1926年のそれと日開なも Jろであることは， (大のi-I葉が物語っている o1もLわれ
われが， r母家持:力乃木買を究明せ子， ......この道程に}すげる li~ ，哀の-'，5二の役害IJ の承認とく農奴告Ijの il~
家(\句記~';;~~>の珂1 論土，，~~:' iJ L': ~)のそないこと rどあら力、工め;新わりな f)': C"---， も，この問題にお;十る権力の'.'

7との話帳的役泊二d:志-'r:'豆、う二と?:Lえ L、なら‘七， )ヲハわtL.ヱ i'tflJj す J\~ 現業な全体と[て照解す

る二とはときないでち.:')う。 (TaM)Ke， cTp..16) 

91) fpeKoB，“IOpbeB JI.eHb H 3arrOHei1.Hble rOJlbl，" CTp. 67-71. 
92)τaM )Ke， CTp. 71-3. 
93) TaM )Ke， CTp. 73-4. 
94) TaM )Ke， CTp. 75. 
95) TaM )Ke， CTp. 75-7. 
96) TaM )Ke， CTp. 79. 
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象たる異民か禁止された年に退出したかどうかに関心を示す。J97) ジャーコノフ辻， 1581 

年後も法令集の諸規程は者効であったとして，若干の史料をあげているが，もし彼のいう

通りなら関係史料はもっと豊富にあるはずだし，そのと彼のあげている僅かの史料は彼の

主張を裏づ庁、るものではないoas汁禁生年に関する法がーかりに発布された当初には全量

的なものでなかったと認めるとしても(もっとも，そのように認めるべき明白な根拠はな

いのであるが)，ぞれは疑いもなくすぐ全菌的なものになった。J9幻 j-要するに， 禁止年に
関する法はロシア農民史を，それぞれ独自の個性をもっ二つの部分に，申し分なく決定的

に切新したのであるoJIGS〉

以上がグレコフの 1926年の論文の要旨であるが， さきに指摘したように， この論文の

最後のところでグレコフは， I自分とは違った途をたど、って最近同じ結議に達した研究者J

としてプラトーノフをあげ，後者の「ポリス・ゴドゥノフjから関係部分を引足してい

るJ01〉そしてプラトーノフは‘ これにこたえるかのように， 1931年の独語論文でグレコ

フのこの研究を賞揚したのであるが，プラトーノプがこの独語論文でグレコフ論文と並ん

で垂視しているのは， ヴヱセロフスキーの 1929 年の論文である。彼は r~ 分の論文の冒頭

でヴェセロフスキー論文について， Iこの論文では，二こ 10年誌多くのロジアの歴史家と

法史家の著作のなかで、次第i二形成されーて来たロシア農奴制の成立に関する見解が，はじめ

て確定的かっ断定的に (kategorishund dogmatisch) 定式化されている。J102) とのべ，

論文の最後のところで，このヴェセロフスキーの定式を次のように引用している。

fイヴァン雷帝の治世の末期，多分 1581年の秋に， しかしいずれにせよ早くても

1580年に，農民の立ち去りと連れ出しが暫定的に禁止きれたっこれに関する法令は，恐

らく無期限のもの，即ち新たな法令が出るまで有効なものであった。立ち去りが禁ぜら

れた年は『禁止された』年とよばれた O それは， ['立ち去りの』年， 郎ち特別な法令に

よって法令集の古い諸規程による立ち去りが許された年によって，中断された。一

ツアーリのヴァシーリー・シュイスキーの 1607年の法令ののち， 立ち去りの年はもは

や存主しなかった。J103)

しかし，ヴェセロフスキーの定式をこのように重視しながらもプラトーノフよ，この引

用にすぐ続けて，次のように記し，その論文をおえてL、る c

;この明瞭な定点はエス・ベ~ .ヴェセロブスキーに婦せらるべきであるとしても，

忘れられてならないのは，問題の農民対策の真の根拠，崩壊した国の経済の再建のため

の抱の同様な対策とのその関連，その正確な時期，それからあえていうならば，規制的

なi君家権力の心理一一これらすべてがベー・デー・グ〆コフの研究において解明され，

究明されていることである oJ104)

97) TaM )!{e， CTp. 78. 
98) TaM iKe， CTp. 80-83. 
99) TaM iKe， CTp. 83. 
100) Ta和f iKe， CTp. 84. 
101) TaM iKe， CTp. 84. 
102) Platonov， "Der gegenwartige Stand der Frage......，'‘ S.7. 
103) Ibid.， S. 19. グレコフは， このヴェセロアスキーの「定式」をプラトーノフ自身の結論のように扱
っているが，不正確である。 CM.fpeKOB， KpeCTbHHe Ha PYCH， 11， CTp. 274. 

104) Platonov， op. cit.， S. 19. 
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以上のようにしてお年代の後半に新たな法令説， というよりは中間説I何〉が目立立した

ぷ，これ1そのf足立経過から明らかなように.プラトーノフのグレコフ及びヴェセロフス

キーとの，とりわげ前者との合作になるものであったのヘザ-;t，グレコフが 20年代に，

「唯物論と法令説を結ri-Lた畏奴化の説明J(a combined materialist and decree inter-

pretation of enserfment)をつくった，とのべている 1むのが，これは二つの点で、修正を要す

るの 20年代のグレコフは，さきにのべたように，マルグス主義者ではなかった。彼の異奴

制成立論法農奴制成立の経済的背景・前提を重視するものであったが，彼の説明辻、プラ

トーノフがこの点をも高く評揺したこと 107) からもわかるように，唯物論の立場からのも

のではなかったc また 1926年の論文でグレコフぽ， 農奴告u成立の画期と Lて「禁止年 l

の導入を重視したが， この「禁止年」に関する彼の説明は， 既にプヲトーノフが 1921年

の「ポリス・ゴドゥノフ jや 1924年の「動乱時代|で主張Lていた点に，若干の史料的

基礎を与えたものにすぎなかった。したがっていわゆるグレコフ説は，その或立の経緯か

らして，むしろプラトーノフ=グレコフ説とよんで然るべきものであったとそして、この

新182人の学者の合作によって'1:.主れた新fこな説が，後にみるように， 30年代に新fこにマ

ルクス主義の装いをつけて，ソヴェト学界の定説とみなされることになるのであ之〉が.こ

の2人の学者のお年代末・ 30年代における運命はまさに対照的であった。

プラトーノブは，さきにも記したように，革命後もロシアにとど主った非マルクス主誌

の歴史家のちち，最も著名な人物であり，しかもその政治的立場ほかなり右翼で，いわゆ

る「君主制主義者J(MoHapxHcT) とみなされていたのそ Lて彼;土‘ プレスニャコフなど

と違って， 20年代にもその立場を堅持したので， 20年代末にブ、ノレジョア史学とマルクス主

義史学の共存関係が破れて，歴史学界からのブ、fレジョア学者の追放か始まった時，最初に

その犠牲者になった。 30年代はじめまでマルクス主義史学を代表したのは，パクロフスキ

ーであるが， プラトーノフは 1929年にこのパクロアスキーと衝突して， アカデミー会員

その抱の学界のポストを失い‘やがて逮捕されてサマラに追放され， 1933年そιで窮死し

た。プラトーノフが古い璽史学界の代表的存在.と与なされてL、たニとd:， 1928年 :3Hの

ロシア社会科学研究所連合 (PAHHOH) の集会での報告でパクロフスキーが‘ ラγ ヶ風

の観念論史学の代表にプラトーノフをあげていること 108) それかっ警 19:31年にIt¥た:幣

"とγ:戦線におけーる階級の歎， タノレレとプラトーノブと彼らの下派!とい‘)本の表出10U) な

どカ込らして明ら治、で、あるc

もっとも，この時期に学界から追放されたのは，プラトーノフだけではなく‘彼と相前

後して約 20人の著名な学者が逮捕され， 1931年にもタルレ(E.B. Tap.7le)をはじめ，

リハチョブ (H.n.江区XaqeB)，バブルーシン (C.B. 5axpy凶 HH)， ピチェタ (B.11. 
口日可eTa)， ゴチエ(10.B. rOTbe)など，約 120入が逮措された0118〉プラトーノフヤタ

105) 二れが1Iτ11号:誕とみなぎ乙べき珂Ifl:士，本出 [I)m 1 節での~ ~ t-.. 
106) Hellie， op. cit.， p. 9. 
107) Platonov， op. cit.， S. Hi. 
108) Shteppa， op. cit.， p. 13. 
109)仁 3a員JleλHM. UBH6aK， K.naccoBbI員 BparHa HCTOpHqeCKOM中pOHTe: Tap.l'Ie H口JIaTO・
HOB H HX出 KOJIhI，M.， 1931. 
110) Shteppa， op. citサ p.49.
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ノレレは， 君主税復活の陰謀i二加担した， と当時発表されたが，これが， 20年代末・ 30年

代はじめのソ連塁内の厳しい政治情況とかかわりのあったことは明らかで事る O しかし，

それ止ともあれ，タノレレをはじめこの時期に逮捕されたり，追放されたりした学者の多く

は， 30年代中葉のいわゆるパクロフスキー批判110 と彼の学派の追放の過程で，その地位

を回復し，その後のソヴヱト歴史学を支える重要な役割を果した。しかし，追放地で死ん

だプラトーノアは， 1937 年にその主著 f~16-17 世紀のそスグワ国家における動乱史論J1l 2)

の新販が出て，学界での地位を部分的に回復するにとどまったc

IV ゲレコ7説のマ)1.-クス主義化

パクロフスキー学派が， その「社会学的図式主義!や「経済的唯物論J， それに歴史上

の人物の戯画化などの理由で共産党指導部の批判をあびたのは，ソ連社会が， 20年代〈ネ

ップ期〉のある程度の岳由主義を清算して党の指導下に五か年計画による社会主義建設に

突入L，同時にファシズムの脅威に対して「ソヴェト愛国主義jを鼓吹し始めたスターリ

ン独裁の確立期であり，これがバクロフスキー学派の溝算が急ぶれた政治的背景と考えら

れるが.グレコブf芋説ぷソヴヱト史学の定説とな 1)得たのも，一つには，こういった政治

情況並びに学界の情況と無関保ではなかった，と推測される。グレコブ説は，マルクス主

義の立場からは不可欠の経済的説明を前提とするとともに，農奴鵠成立における国家権力

の介入を考える点で，当時の政治情況にもバクロフスキー批判後の学界の動向にも適合的

なものであったと患われるのである。しかし， 20年代のグレコブの農奴制成立論は，経詩

史的説明とはし、つ'乙も，マルクス主義の立場からの一一マルクス主義の用語を用いた一一

それではなかったので，モれがソヴェト史学界で通用するためには，それ以前にあらかじ

め，こ;!-Cにマノレグス主義の装いの与えられていることが必要であった。そしてグレコプは，

次にみるように、 1933年にこの課題を果した C

グレコフが 1933年にこの課題を果したということは， グレコフ自身がこの間にマルク

ス主義の霊史家になったことを意味するが，グレコフのマノレタス主義者への転身の経過は

必ずしも明らかでなL、。われわれにわかっているのは，戦前派の多三の非マルクス主義の

歴史家が逮捕されたり，追放されたつした 20年代末、 30年代初めに，グレコフが， 非マ

ノレグス主義の歴史学の巨匠プラトーノフとの親しい関認などにもかかわらず，こうしたこ

とをまぬがれていること-，とれカミら同じ時期，即ち 1928年末に始まって 30年代のはじめ

まで続いたソヴヱト史学で最初の時代区分論争，具体的にほ，資本主義以前の諸社会経済

構成体 (06江~eCTBeHHO-9KOHOMHqeCKHe 中opMaQHH) の内容規定と相互関係〈論理的・

歴史的序列)をめぐる論争113) こ，グレコフが最初は参加せず，論争の帰趨がほぼ明らか

111)これについては，ィ;1-分たがら，明石:jIソウ、イヱト帯iた下についてJ，思想， N2. 275， 1947 ~ど参照
されたい。

112) C.φ. nJlaTOHOB，。可epKH 口o HCTOpHH CMyTbI B MOCKOBCKOM rocy)J.apcTBe XVI-XVII 
BB.， CIl6.， 1899. 

113) この論争については， 04epKH HCTOpHH HCTO予沼田CKO長 HayKH B CCCp， IV， CTp. 165-69; 
llaHHJlOBa，“CTaHOBλeHHe...…" CTp. 86-104 ; Shteppa， op. citづ pp.67-87; Yaresh， op. cit.， 
pp. 48-54，この論争とロシアの近 i行:農奴 ~Ijll或立論とのかかわりについては， λ. B. BOJlKOB， YKa3. 
CTサ CTp.16-18を参照q
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になった 1932年にこれに加わって， ロシア史の時代区分論に大きな役割を果しているこ

とである O 論争のはじめには，農奴制を封建制とはJJIjの社会構成体とする説も出された

が，これについて，農奴制を封建制の基本的な生産関係とする見解が確立したのちに，グ

レコプは，ロシア封建制一一一従ってまた農奴制一一ηキエフ時代における成立という説を

かかげて論争に加わり，これがヘコがてソヴェト史'干の定説と/記ったのである O

もっとも， ダ、ニロヴァが述べているとニろによると1l4> 1932年のグレコブの口頭報告

i古ノレ{シにおける奴隷制J (Pa6cTBo B npeBHeu Pycn) は， ノとの重点:ぶキエフ時代iこ

;おける封建制の成立ということよりct，それ以前の東スラヴ社会における奴隷制の存在を
強調することにあった。しかしこの報告をめぐる討論で‘ロシア史における奴隷所有者的

構!瓦の存在を否定して東スラヴの社会が京始共同体体制から直接封建制心移行したとする

説が擾勢を示すと‘ グレコブはたちまちこの多数説に同議し， 1934年に公刊されたその

報告115) では， その内容と標題が改められた C そしてこのほこ年にグレコブ;:t， Iロシア

封建制史論J116) を， r当時マノレグス主義理論の柱の一人で歴史学戦線の「指導者jであっ
たJI1τ〉プワゴージン (A.r. npnrmKHH)の浄文;をつけて発表Lたc これは，この後のグ

レコフのロシア中世史研究の出発点になった重要な文献であるか，この著書には，プラト

ーノフとの合作になる前記の近世農奴制成立論も，マルクス主義の装いをつけて巧みにと

り入れられ，こののちのソヴェト史学では，この著書でグレコフの近世農奴制成立論は確

立したものとされること 118)になったO しかし実はグレコフは，これより一年前， 1933年

に発表したあるモノグラフ 119)の序説Jロシア封建所領史の主要な諸段階JcrJ1aBHe員也氏

9Tanw HCTOpHH pyccKoA 中eoぇa~"'I bIIO註 BOTtUfHbI) 120) で‘既にその iマルクス主義的j

な近世農奴制成立論を展開してし、た G 生して彼はそこで展開した主張を，部分的に補正し

ながら，その後の著作121)でもくりかえしたが，ニの[需にグレコフは‘ 1935年アカデミー

会員， 37年歴史研究所長になっ之のを始め，バクロフスキー批判122)や多くの教科書と双

書類の編集にも読をふるって、スターりン時代のソヴヱト史学を牛耳る大御所的存在にな

り，このことが彼の学説にソヴェト史学の定説としての地位を保証することにもなった。

そこで， 20年代のグレコブ説が 1933年の著作でどのように変わったかをλ ることにす

114) AaHHλOBa，“CTaHOBJIeHHe..... .，" CTp. 103-4. 

115) 5.瓦.rpeKOB，“ Pa6CTBO H争eoぇa.'IH3MB lI.peBHe品 PYCH，"日3BeCTH兄 rAI1MK， BbIn. 86， 
1934. このわ斌について‘主， 1111 ii::j rキ二二 7 ・ロシアジ) Ii封建市IJJJ ニ『民奴稲Jけ I:U，:ill ーらで'芋 i:lt ，t~，. 59 

の 12，1950合参j有されたい。

116) 6. n. ipeKoB， 04epKH no HCTOpHH cteOJlaJIH3Ma B POCCHH. CHcTeMa rocnOJlCTBa H nOJl-
刊日eHH兄 B中eOJla.'lbHO長江epeBHeX-XVI BB.， M.-λ， 1934. 

117) Shteppa， op. cit.， p. 80. 
118) 汐日七;ヱC，CMHpHOB， “口p06JIeMWKpenocTHH可eCTBa……グ CTp. 1伐).
119) 5.旦.ipeKOB， X03訂icTBOKpynHoro中eO.il，aJIa-KpenOCTHHKaXVII B.， J1.， 1933. 
120) この序説は 6.)瓦]，.r、peKOB，日36paH叩Hh説，IeTpy瓦b民，1，T. 1口1口Iし， M.， 1960， CTp. 203一之22 ~にこ i収i比えグめJ ら

ており，以ドのヲ引i汗用jも， 二心選集によるむ
121) 5. JI.. ipeKoB， iJIaBHe品回目e 3TanbI B HCTOpHH KpenOCTHoro npaBa B POCCHH， M.-Jl.， 

1940; ero iKe， K pecTb先日eHa PyCH C ApeBHe員WHXBpeMeH 瓦oX VII BeKa， M.， 1ラ46;ero 
)Ke， KpaTK諸島 0可epKHCTOpHH pyccKoro KpecTb兄HCTBa，M叶 195札

122) 5. Jl. ipeKoB H Jlp. (peJl.)， DpOTHB HCTOpH可eCKoii KOHl(enu.HII M. H.口OKpOBCKoro，
4. I-U， M.-Jl.， 1939-40. 

17 



烏山成人

るが，結論を先取りしていうならば，確かに新たな論点や実証が加わって，叙述はよりく

わしく，かつ説得的になっているが，この問題に関するグレコブの考えの大すじは変わっ

くいない。従って， J:.記の 1934年のグレコフの著書における 16世紀の位置づけに対する

ダニロヴァの次のような評価が， この場合にもおおむね妥当する o rこの問題において以
前の .:r場からの離脱は，過程の本賀の理解よりは，むしろ用語法に現れていた。J123) しか

しともあれ，グレコフはこの著作では，はっきりとマルクス主義者として立ち現れている

のであって，このことは， r社会構成体一(06ll1.eCTBeHHa兄中OpMau.H兄〉とか，r生産力の発
達とそれに対応する不可避的な生産関係の変化」とかいったマルクス主義に特有の用語，

概念が使われていること 124)からも窃かである O また彼の次のぷうな表現が， 20年代末・

30年代初めの論争の結論をふまえたものであることも明白である c

「封建制の基礎は，土地以外は自らの生産手段をもっている直接生産者=農民が， こ

の土地から切り離されないで，当然に地主に対する隷震におちいり，地主のために現物

または労働の義務を果すことを強いられていた特別な生産様式で、ある。なんらかの程度

と形態の人格的不白出は，このような条件の下では不可避であったバ125)

さて，封建市u・農奴艇のこのような理解に立ってグレコフほ，先ずキエブ時代について

ザク{プ (3aKyn)，スメノレド (CMep，.n)など封建的隷露の諸形態の存在を確認し 126)次い

でモスクワ時代に先行する 14・15世紀について， r諸公，費族，教会の土地所有がJJ長調に
発議したところでは，吉由な農民はきわめてまれである，と完全に断言できるo.Jとし， 127)

中世の諸公認の条約内容の解釈などをもとに，チチェーリンなどの主張したロシア農民の

古来からの自由という考えを批判している。128)従、って， グレコフにとっては， 1497年と

1550年の法令集 (CYJI.e6HHKH)の例の農民の離去 (OTKa3)に関する規程も， r吉い遺物J
ではないということになる 129)が， それで法，このように農民の移動を制限づきながら認

める規程が出て来た背景とその政治的狙いは何かとし、うと，基本的には， 15世紀末からの

「ロシア封建制の新たな段階JI30)ということがそこでは考えられている O

具体的にいうと，グレコフは，中佐末の奴隷解放を重視している 130が， rこの家内奴隷
の大量解放は 15世紀後半と 16世紀前半についてよく知られている事実でありJ， これ

法， Iこ，JLと並行して自由人を労働にひきこなもう一つの過程が進行している」ことから

して.社会関係じおける新しいものの徴候!である。132) そしtこの;社会関係に;おける

新しし、もの;というのは， 15世紀後半に著しく進んで 16世紀前半まで続いた「社会的分

123)且aHHJIOBa，“CTaHOBJIeHHe.…..，" CTp. 106. 
124) ipeKOB，日3Op.TP'， III， CTp. 204， 211. 
125) TaM )l{e， CTp. 207. 
126) TaM )l{e， CTp. 204-6. 
127) TaM )l{e， CTp. 206. 
128) TaM )l{e， CTp. 208-9. 
129) TaM )l{e， CTp. 210. 
130) TaM )l{e， CTp. 211. 
131) TaM )l{e， CTp. 206. ロシアの奴隷(ホ口ープ〉史に関するグレコフの所説が，近年ソヅェト史学で

批判にさらされている実憶については， 石戸谷重立1;i最近のソビエト史学におけるホロープ研究J
(史ρFi京北， 81 の10，11， 1972)が，;干し L、Q

132) fpeKoB，日36p.TP" 111， CTp. 212-3. 
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業の深北と園内市場の成長J133)のことであって， グレコフ辻 15・16世紀の交のノヴゴロ

ドの土地台帳などをもと乙， 翼民の営業， 農民層の階層分化(606hIJIH と Ka6a.'lhHhle 

.1I1O)J.H の発生)， 労働地伐と現物地代から貨幣地代への移行，穀物取引の大量化などの現

象を指摘し亡L、心。134)

ところで， このような;商品一貨幣関係の発達j135) のなかで、モスクワの大公か， 15世

紀以来i日諸公や貴族 (60匁JICTBO) をおさえるため， 当己の権力の支柱として積極的に育

成してきた中小領主=封地 (rrOMeCThe) 保有者 (rrOMew，HKH) に農業労働力を獲得する

途を保証することを狙いとしたのが，法令集の農民の離去を許す規程であった，というの

がグレコフの説明である C このグレコフの説明には，貴族=世襲地 (BOT4mIa)所有者は

新興の封地縁者者と違って，貨幣需用の増大にもかかわらず， 1ヨ己の経営を新たな情況に

適応させる能力を欠き 136) このため彼らには，農民受入れの相互自制という諸公開条約以

来の伝統の維持されるニとの方が有利であった，というfiZ言i'&137)が前提とし、こあるが，この

後永くソヴェト史学にうけーつがれることになる，新しい情況(貨幣・商品関係〉への貴族

の不適誌というこの考えには問題があり 138) 最近のソヴヱトの支出えでもこの点は反'ri，さ

れてし、る 013宮)また，モスクワの君主の政策に一貫 L三反景族的姿勢と封地保有者=家土層

()J.BOp兄He)の保護・育成の志向をみる点140)にも〔これi主革命前カミらのロシア史学の有力

な伝統で， これがソヴェト史学にも継承されたのであるが)， グレコフの死後有力な疑問

が出さ

[貴族層に対するたとかし、という明確な路線は， モスクワでも既iニイヴァン 3監の時

代に認められた。……誰の利益のために法令集のなかに農民の離去に関すゐ条項が書き

ニまれたか，を推測するのは選難ではない O ……公の法令集 (1497年の法令集)の農民

の離去に関する第 75条は， 封地保有者の利益のために編まれた O イヴァン雷帝J)法令

集は，古い封建貴族層に対立的なこの立法の方向を……さらにはっきりと強めたoJ142}

133) TaM )Ke， CTp. 211. 
134) TaM )Ke， CTp. 213-5. 16世紀iこお;ナるロシア国内 jfiJ誌の成長は，既;二， fpeKoB，'‘口POHCXO)K，lI，e-

HHe KpenocTHoro npaBa B POCCHH，丹 CTp.58-60で強調され口、fニ。

135) fpeKoB， I136p. TP.， 111， CTp. 214. 
136) TaM )Ke， CTp. 215-6. え .r~ この考乙;工. 1930 q・J).i:iuι 一二 '11心 (1せたむJi.';人Cちづ t この ι 主lミ緊縛())I:U :;l(i 

，)';起っ f二ジバヱ， ill-ぃ)1i主的活|悲訴が崩壊 L，新 L"ぺ):..1) ;弘二 c~ L ~ことっこ{につ t~ ii'j JVI ( !')"~ 0 日11!)， I!J 
ι誌が民主If(汽'地とl試役な括 jくよ L，奇抜!?jのi&1fi)J ;');凋落 l ，- 了心作j主た競争計 't主i起 L 二ゴI，'i況ぞろfプ
l什'(分のためi乙こJ'行F勺，Jλ毛弘え聖二こ4刷利|日H肘十はjできfたニj封-二当]1地也?栄，米呆fむu片2うTi;争 、;冷が:力強く 上舛 しf土二i長i寺j期嬰てで，:(おうこ心8
HCXO>泌K.lI.eHHe.一….一..一..，"CTp. 96) 

137) rpeKOB， I136p. TP'， III， CTp. 216. 
138)ニれほ，かつて， -1111 挙~ r 1 ，1ァン悶i止の改革のf!:格j(卜')， ;;¥サ" lj)r完山.6 (1962ん p.21 
指摘したとこらである。

139) Jl. B. llaHHJIOBa，“K Bon pocy 0 npH可知IaXyTBep)K.lI.eHH河 KpenOCTHHtIeCTRa B Poccnn，" 
E)KerO.ll.HHK no arpapHo抗日CTOpHHBOCT04HOH EBponbl 3a 1965 r.， .1¥'¥.， 1~)7() ， CTp. 1:舟-10.

140)この説l，!λ4J，1先に 1930:，ーの"命えでとられ口、f二1 r J党主乃 )J;二 i にっこ，'，'1 ，、，'i' !jtJけ:二 Ji 比一，~- 1 ぷ川 J

れ，経済戦縫でそれに誘った封地保イj苦;よ， 16!正紀ィこf告の分野亡 'U挺 (i'L~': ~1 め， Iえれ Lつず}あった
専舗の砦になる。JCfpeKoB，“日pOH3XO)K.lI.eHHe......，" CTp. 54)， 1-ツアーリと奉立二人=封地誌有者
との同盟J(TaM )Ke， CTp. 56)， rツア-~J と中小地主との同盟 J (TaM )Ke， CTp. 84)など。

141) Cf. S. Toriyama，“On the Muscovite Autocracy --A Comparativぞ Reviぞw--，"Forschungel1 
Zllr osteuI・op註ischenG肘 chichte，B. l~ ， 197:{， 

142) rpeKOB，日36p.TP.， III， CTp. ~16. 
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この「封地保有者の利益のために」とし、う観点をグレコフは，問題の f禁止年Jの導入

の説明においても貫いている C 彼によれば， I私領農民の自由な移動は 13世紀にも 14世

紀にもちわれわれがみることのできなかったJ143) ものであるが，それがモの後に移動み権

利をi認められるようになった事情は以上でわかったとして， 次の出題は， r15世紀Iこは移

動可能な働き手のストッグをもつことを垂視しこいた同じ封地保有者が， 16註紀末と 17

世紀前半には，農民を無条件かつ永久ι自分に緊蒋するために精方的にたたかうのは，如

何にして，また特設か，Jということである 0144〉そして， その理由;工，大きくいうと，オプ

リチニナ(OnpHQm-ma)とザヴォニア戦争によるお世紀 7-80年代の i全経済の混舌LJ145)

ということが先ずあり，この「危機Jの過程で，あるいよその後にこの「危機 jの克服策

として， r農民労働に対するあらゆる形態の圧迫，とくに賦役の強化Jが行なわれたことで
あるJ“〉これについてグレコフは，コンスタンティノ=エレニ γスキー鯵道院などを例

にとって， 15・16世紀の交に始まった直営地の拡大が，危機の時代の人口減で一時後退し
ながら，その後の経済再建期に再び，とりわけ修道院領で著しく進んだことを述べてい

る0147〉そしどこれは，グレコフによれば，修道院が免税特権〈タノレハン， TapXaH)をも

っていたことに負うところが多く，これに対して封地保有者には，経営む再建のための労

働力の確保が非常に深刻な問題になったので， 政府は 1580年， 1584年の教会々議でタノレ

ハンの暫定的停止を要求したcl紛また， このタノレハンの停止の抱にも， 同じ時期に政府

は，やはり主に封地保有者への農民確保のため賃務奴隷による白由の買戻し合禁止する措

量なともとっており J49〉問題の「禁止年jの実施も.同様に封地保有者の保護という呂

的をもつものであった，と理解される，というのがグレコフの主張である O そして，この

「禁止年」の導入の経過につい亡は，グレコフは，ヴ ιーロコラムスキー鯵道読の収支振で，

1580年には 70件の農民の転出が記録されてし、るのに，翌年には 1件も記録されていない

ことを指摘する 150)などして，次のようにいっている C

子禁止年は，暫定的な，しかし，恐らく辺境地方を徐いて， モスクワ出家の全領域に

拡げられた措置であったc ……禁止年に関する法令，すなはちユーリーの日む暫定的な

廃止は， 1580年に行なわれ， 1581年が最初の禁止年であった。J15D

「禁止年という暫定的な措置は，早くに，恒久的なものに転化する明白な傾向を示し

始めた。J152)

この i禁止年 jの実施に関するグレコフの説明で」つ気がつくことは， 1926年の論文に

みられた， r禁止年に関する法は， ロシアの農氏史を， それぞれ独自の個性をもっ二つの

143) TaM >Ke， CTp. 218. 
144) TaM >Ke 

145) TaM >Ke， CTp. 219. 
146) TaM 万五e，CTp. 220. 
147) TaM iKe， CTp. 210-11. 
148) TaM >Ke， CTp. 219. 
149) TaM )Ke 

150) TaM )是正e，CTp. 218. 
151) TaM >Ke， CTp. 218-19. 
152) TaM >Ke， CTp. 222. 
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部分に，申し分なく決定的に切断した。J153) といった考えか，どこにも見当らないことで

あるが、これは，グレコフが 1932年に，キエフ時代におけるロシア農奴制の成立を主張す

ふようになったーとの当然の結果であったo 16世紀末-17世紀前半における KperrOCTlwe

rrpaBO の成立は，ロシア農奴制そのものの成立で~ìなく，ロシア農奴制史の，重要でiまあ

るが，一つの新しい段階への:移行にすぎない，ということになったのである O もっとも，

この著作ではグレコブは恐らく，この前の年 (1932) に発表されたティホミーロフの論

文154)の影響をう;テて， 15世紀後半--16佐紀前半の農奴制の[緩和」ということを重視し

ていたので， 16世紀末の i禁止年一;の導入は，やはり，ロシア農奴制史の最も重要な画期

であった。ティホミーロフは，いわゆる!一再坂農奴制」の概念を吾、らくはじめてロシアの

農奴制史に導入 Ltよその論文で， 1497年の「法令集jの規程をもって， 115世紀に始まっ

た農奴制緩和り証拠 JとL， これが， 116!it紀後半の農奴化の新たな過程まで存在した，

あたかも白由な農民層の外見を創ったとしていた155)のである O そして，乙の図式中グ

レコブの 1934年の著書156) でもとられたが， スミルノフによれば 157) この著書で」番問

題がるったのは，この点であり，グレコブ自身間もなくこれについては再検討の必要を認

めfミ015S〉

V ゲレコフ説の定説化をめぐる問題

1933年段階におけるグレコブの KperrOCTHoerrpaBO成立論は，その後若干の修正・補

強を伴いながら，グレコフ自身の著作でくづかえされるが，それと並行して‘ソヴヱト史

学界で定説とじζの扱いをう iずるようになる。スターリン独裁確立期にこれが定説になっ

三行なった事情のし、わぽ政治的・イデオロギー的な側面については，既に推滅的なニとを

述べた。それで、は学問的にはどうカhこいうと，永い民主主主していた法令説と非法令説を.

とにもかくにも， しかもかなり巧妙 /J・つ説得的に統合したことが，グレコプ説の最大J)

強みであった。グレコブ説は，のちにみるように， ソ連ばかりでなく，国外でも専門家の

間で支持をうけるようになるが，これし工グレコフ説が，学問的にみても大きなメリットを

もっていたことを物語っている O しカ込し一方，これもまたのちに述べるように， ソヴェト

史学は， 30年代以降グレコフに新しい学説の提唱者たるの功擦を帰しながら， 1940年に

チャエフ (H.C. 4aeB)がグレコフ説を修正・補完する研究を発表してからは，事実七，

このチャエブによって補完されたLのを定説と Lて来た。グレコフ自身はチ γエフ説をい

153) rpeKoB，“IOpbeB瓦eHbH 3anOBe，ll.HbIe rO，ll.bI，" C1'p. 84. 
154) D. H. THXOMHpOB，“n p06.;'leMa 'B1'OpH弓Horo' 3aKpenolll.eHH冗 HKpec1'b匁HCKH註 BbIXO，ll.，"
YlC1'opHK-MapKCHC1'， l'・ 3(25入 1932.

155) TaM )Ke， C1'p. 131. 
156) D.且.rpeKoB， O'IepKH no HC1'OpHH中eO，ll.a.nH3MaB POCCHH， M.-JI.， 1934. 

157) CMHpHOB，“flp06.neMbI Kpenoc1'HH可eC1'Ba...…"C1'p. 97; ero )Ke，“D. ，ll. rpeKoB..... .，" 
C1'p. 13. 

158)これほ， D.瓦.rpeKoB，中eO，ll.aJlbHbleO1'HoweHI四 BKHeBcKoM rocy，ll.apC1'Be. M.一九(1935)，
H3広.2-oe， 1936の“cneUHa.nbHoe npHMe'IaHHe"に述べられたとのことであるが CCMHpHOB，
yKa3. CT.)， この若言ーを発展三せた D.ll. fpeKOB， KHeBcKa兄 PyCb(H3ぇ.1-oe， 1939) こは，
二つ 1il:い工のって l‘，t( ~ 、 i¥:.L:. [7 シ;''J ~に ?7; 子 4乙 trf 坂長奴詰íj，1) f':l屈をめぐる 30~f会代の論争につ

いて;と .JI. B. BO.;rIKOB， YKa3・e1'.， eTp. lK-20 こ!;;，Iij¥ tr:.】記;diいふる。
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わば無視したが，グレコフ説は， 1953年の彼の死一一これ法スターリンの死と同年である

ぷ一一以前に，事実上穆正されてし、た，とみなすことができるのであって，本稿では以下

一この点を中心にソヴェト学界におけるグレコフ説の扱いをみることにする。

グレコフ説の定説化とこの定説の内容の補強・修正の過程をみるには，それぞれの段階

の国定の教科書におけるロシア近世農奴制成立の叙述をみるのが，一番手取り早し、。 20年

代から 30年代のはじめにかけてはパクロフスキーの「簡明ロシア史J159)が，レーニンの讃

辞を得て 160) 教科書として使用されていたが，パクロブスキー批判の後，これに代って

最初に採択された歴史教科書，郎ち初綾向けにシェスタコフ教授が編集した「ソ連邦史小

教程J16D(初版， 1937年)で、は，既に次のように書かれている orイヴァン 4t止の時代には
農民の状態は極めて悪化した。彼の詩代の終りごろには，農民たちには.ユーリーの日に

おいてすら自分たちの領主のところを去ることが禁止されていたoj162) この説明が， 1禁止

年 J制度に関するグレコフ説に従ったものであること広明らかであるが，グレコフ説の採

用は， 1940年以来両国も版を重ねたパンクラートヴァ編の 3時本の中学上萩用の教科書に

なると，もっとtまっきりしている O

116世紀後半に農民の状態は非常に悪化した。貨幣を必要として，地主たちは直営地

を拡大し，農民からの貨幣と現物の取立てをふやした。……リヴォニア戦争は大きな出

費を招いた。農民と都市の荷工業住民からの税金は数倍もふえた。重い労働，租税，そ

して飢餓をまぬがれようと，農民は集団的に家や村を捨て……。農民が立去って留の中

央部はからになっ t.::..o地主の封建経済は，労働力を失って非常に苦しい状態にたちいた

った。地主たちは，農民の不足に悩んで，互いに農民を誘惑しあった。毎年，ユーリー

の日の前に農民争奮戦が始まった。農民の多くは地主と清算するための金をもたなかっ

た。そこで，能の地主の執事たちが農民の代わちに規定の支払いを一切行ない，その農

民を自分の主人の土地ヘ連れて行った。……中小の家士たち(江BopHHe)は，人の住ま

なくなったその封地 (nOMeCTbe)をもってしては，軍役を果たすことができない，と訴

えた。 1581年ツアーリのイヴァン 4世は，暫定的に， ~君主の勅令があるまでj]，ユーザ

ーの日の農民の移動を禁止した。ユーリーの日に;おける農民の移動が禁止された年は，

『禁止された年Jとよばれるようになった。……農民はますます強く地主の土地に緊縛
されたoJ163)

次に大学の教科書についていうと，壁史字専攻の学生用の 2巻本の[ソ連邦史jが

1939-40年に，それからこれをもとにして，塵史を専攻しない学生用の 1巻本の「ソ連邦

159) M. H. IloKpoBcKH員， PyccKa匁 HCTOpH匁 BcaMOM C)KaTOM OIIepKe， 1920. 
160) CM.“nHCbMO B. H.瓦eHHHaM. H. nOKpoBCKoMy，"長，1.H. nOKpOBCKH払 PyccKa冗 HCTO・
pHH B caMOM C)KaTOM OIIepKe，可eTBepToerrOCMe予THoeH3.ll.，九1.，1933，CTp. XII. 
161) A. B. illecTaKoB (pe.ll.)， I1CTOpH兄 CCCP.KpaTK路島 Ky予c，1937 (邦訳:ア・ヴェ・シェスタ
コブ〈荒JlId尺)， rソ連史j，1946)。この教科書の成立過程については，上掲拙稿 fソヴィエトの霊史
学についてjを参照 O

162)上掲 fソ連史J，p.46. 
163) A. M. naHKpaToBa (pe.ll.)， I1CTOp悶 CCCp，H3.ll. 12-oe， T. 1， M.， 1953， CTp. 159-60 (郎
27f，パンクラートソ， rロシア/1f¥: I !! ttt更j. 1954， pp. 201-2) 
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史jが 1941年に出ているが，農奴制の成立に関係のある前者の第 1巻164)の監修者の一人

生グレコフである。従ってこれは当然、グレコフ説をとってL、ると考えられるが，現物が手

もとにないので正確なことはわからない C 手もとにある 1956年販をみると. これは既tこ

グレコフ必死んでからのものであるが， 16世紀7一民年代の経済危機の説明に続いて，

1-16世紀 80年代における農奴制的重正uj強化jという小なだじで，次のように誌されてい
ブ 165)
令)0 

「このようにして生れた状況下で政府ほ，農民~又奪をさらに強めるニとで家士層(，ll，BO・

PHHCTBO) の地位を強めることを狙L、とした一連の措置をとった C 封地の分与に，少し

前に獲得した国の南部の土地があてられた。これと並行して，家土層の利益のために，

封建領主の他のグループの所領の増加の可能性が，立法的手段によって圧縮された C

1580-84年の宗教会議の決定によって， 修道院への土地譲渡が禁止され， 聖界領主の

『タノレハ γ』く即ち税法上の特権〉が藷iとされた。 16世紀の 80-90年代に政府は，国税の

額をきめるため，土地の全国的登録を実施した。政府は封地保脊者への労{動力の保証に

も努めた。それ故土地台帳は，農民を領主に緊縛する文書たるの意義をもつにし、たった。

地主=農奴主の権力を強化した経済外的強制の増大は， lr禁止年』の導入によっ亡促進さ

れた。恐らく登録の開始と同時に， 1581年に，農民の領主からのこの年における F立ち
去りJを禁止した法令が出された。その後，農民の『立ち去りjの禁止はくりかえされ

たolr禁止年』の導入は，農民の最終的農以化の途上の一段階であった。農民がさめら

れた時期に(ユーリーの日の前一週間と後 A 週間に〉領主をすてる権利に関する法は，

事実上機能を停止した。J166)

この説明では，全国的な土地笠録句土地台帳の作成が農奴寄せ成立の契機として極めて重

視されているが，ニれヰグレコフ説によみられなかった観点で、ある O そしてこれが，前記

のチャエフ説の影響を最もよく示している点なのであるが， 同様の特徴u主， この 1956年

販の教科書と穏前後して出版されたアカデミー販の「ソ連邦史概要。 15世紀末-17世紀

初頭」にも認められる。167) しかしこの問題iこはあとでもう‘度立戻ることにして，ニこで

はもう一つ，非常に興味深い資料として， リャシチェ γ コくn.H.λ兄出eHKO) の経済史

の教科書をとりあげることにする C ザャシチェンコ(1，経済学専攻の学生のための教科書

として，最初 1927年に;ロシア経済史j を出版し 168)次いで 1939年これを[ソ連邦経済

史; と改;起しこ内容もかなけ改め 159) その後さらにこれを大幅に修正・増補して 1947一一

164) l1CTOpH兄 CCCP，T. 1 (C .ll.peBHeti:出HXBpeMeH .ll.O KOHll.a XVIII BeKa)， rIO.ll. pe.ll.・c.B.
BaxpywHHa， 5. JJ.. fpeKoBa H B. 11. Jle6e.l¥eBa， M.， 1939. 
165)このぷ分の執主711ヱA.A. 3沼MHHでちる O
166) l1CTOpH兄 CCCP，T. 1 (C .l¥peBHe鼠WHXBpeMeH .l¥O 1861 r.)， M.， 1956， CTp. 273-74.なお，
この教科書の沼2J反〔改訂・増補坂〉でも[:.誌の引!芸部分の文章はほとんど変っていない(l1CTO・
pHH CCCP， T. 1， M.， 1964， CTp. 294)っ

167) 0可epKHHCTOpHH CCCP. KOHeu， XV B. --HaQa.1IO XVII B.， M.， 1955， CTp. 465-67 (この;:fli
分の執筆苫は A.H. MaHbKoB) 
168) 口.抗.J1只meHKO，I1CTOpHH pyccKOiO Hapo江HO.OX03匁註CTBa，M.-J1.， 1927 CH¥，j)，;. : P. 1. リ

ャシチェンコ著，東建太郎ぷ「ロシア経済史J，ーと・ド，昭和15年)
169)口.11.瓦兄meHKO，I1CTOpH完 HapO.LI.HOiOX03HHcTBa CCCP， T. 1， M.， 1939. (第 1三ーとされて
レるのは，社会主義期を第2'{主℃扱うJI}をこったためであるd
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48年に 2巻本170) とした。この同一人物の手になる教科書の 3つの販のそれぞれで，近世

農奴告Ijの成立，とりわけ「禁止年Jの問題がどのように扱われているかは，グレコブ学説

の定説化と修正・補完の過程を示すもりとして興味深いのである G

1927年の「ロシア経済史」ではリャシチェンコは， はぼクリュチェアスキー=ジャー

コノプに従っており，参考文献にも彼らのものをあげている O そこでは，プラトーノフや

グレコブの説は無視され，問題の「禁止年ー!は一言もふれられていない0171〉三れは，これよ

り2年前に出た前記のク-!Jシェノレの概説のロシア農奴制成立論と基本的には同じで，し

かもより保守的とさえいえる O 次に，それではこのヲャシチェンコの説明が 1939年の肢

ではどのように変ったか， というと，実はそれがあまり変っていないので忘る oiロシア
経済史Jの文章が，多少のいれかえはあっても，ほとんどそのまま生かされているo 1927 

年の販と違うのは，先ず第一に，文章の最初に，農奴制成立史は.r農民の事実上の奴隷
化への地主たちの執揚な志向Jと，逃亡という形態をも含む f農奴化との最民たちの本屈

のたたかし、jの両面をもっ永いプロセスである，という指摘があったり 172)文章の途中に，

農業生産力の発展や市場の発達がより集約的な農民収奪を不可避にしたとの指摘があった

り173) して，説明全体にマルクス主義的な性格をもたせようとする配意がみられることで

ある O それからもう一つの違いは，短かいけれども，問題の「禁止年jへの言及川〉がみら

れることである O しかしこの言及は一一ーその意味するところが必ずしも明瞭でないが一一

「禁止年jの理解においてザャシチェンコがジャーコノフに従っていることを物語ってい

るように思われる O 要するに，この 1939年の教科書でザャシチェンコは， さきの「ロシ

ア経済史j における近世農奴説成立の説明を全誌として辻ほとんど変えていないのであっ

て，参考文献も，農奴制の成立に関しては，史料集を一つ追加じくし、る 175)だけで， グレ

コフのものはやはりあげていネいO ザャシチェンコがグレコフ説を受入れるのは.1947年

の販においてであち，この版の「禁止年Jvこ関する記述は，次のようになっている O

庁禁止年jの制定に関する法は今日残っていないが，ユーザーの日における農民の立

ち去りの権利を制限する『禁止年Jに関する法は 1580年に出された，と推演できる O 最

初の F禁止年』は 1581年と定められ，この年，農民の立ち去りと連れ出しは F君主の法

令までj暫定的に，即ち暫定的措置とじて，禁止された。この措畳は，多分.1581年か

ら1586年まで，次いで中断期間をおいて，再度 1590---1595年に有効であり，それ以後

立ち去りの禁止は事実上恒久的措置に転化し始めた。J176)

170) n. H.瓦完IlI.eHKO，HCTOpH兄 HapO.QHoroX03只首CTBaCCCP， T. I-II， M.， 1947-48. この著作tこ
対して 1949年リャシチェンコはスターリン賞を与えられた。また，著:吉の死(1955)後， 1956年に
この著書の T.IIIくCOUHaJIH3M)が刊行された。
171 )上掲邦訳(上)， pp. 207-11. 
172) JhIIll.eHKO， HCTOpH兄 Hapo江HoroX03HHcTBa CCCP， T. 1， 1939. CTp. 168. 
173) TaM )f{e， CTp. 169. 
174) f1580年に， rr逃亡』農民に関する訴訟の権利をきめた『禁止年.n~こ関する法が出される。J(TaM 泌e，
CTp. 169-70) ; f1601-1603年に， 3年つづきの恐るべき凱鐘との関連で，ボリス・ゴドクノフが『禁
止年』に関する原則を制!裂し， Wl鐘のために自分の主人のところから立去った奴隷には，主人の意志
とかかわりなしに解放状が与えられる。J(TaM滋 e，CTp. 171) 
175)豆peCTb兄HCKa冗 BO負HaB MOCKOBCKOM rocy.QapcTBe HaqaJIa XVII B・C60pHHK瓦OKYMeH-
TOB， 1935. 
176)瓦冗meHKO，民CTOP"兄 HapO，llHOrOX03只員CTBaCCCP， T. 1， 1947， CTp. 255-56. 
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リャシチェソコの教科書の変遷をλて気がりくのは‘初等，中等学校はもとより，恐ら

く大学の「ソ連邦史jの教科書も既にグレコフ説をとってし、た 30年代末の段階で， リャシ

チヱンコがなお旧説を国執している点である。これはリャシチェンコが， r司じグレコフの

説ではあっても，キエフ時代におiナるロシア封建制の戎立という説は， 1939年の「ソ連邦

経済史J でこれを全面的にとり入れ， 177)1927年の「ロシア経済史」を大幅に書きかえてい

るので， それだけにわれわれの詮意をひく事実である o Iロシア経済史」と「ソ連邦経済

史Jを読みくらぺてみると、よくもi司・の研究者がこれほど短期間に自説を全く変えるこ

とができるものだ，と惑心させられるほど，キエフニロシアの経済構造の理解におけるリ

ヤジチェンコの見解の転換注見事である C しかしそれだけに，同じグレコフの近t!t農奴制

(KperrOCTHoe rrpaBO) 成立論に対する 1939年段階のリャシチェ γ コの冷たL、態震がめだ

っのであるが，その理出として--~つ考えられるのは， ザャシチェ γ コが革命前にz工合法マ

ルクス主義者の一人で閉その著書[ロシア農業進化概要J179)からもうかがえるように，

どbらかといえば進化主義の立場から社会・経済の発展をみており，このためロシア農奴

制の成立につし、ても，法令説よりは非法令説(環境説〕により親近性を感じ，法令説への

傾斜をもっグレコフ説に辻容易になじめなかったので、はないか，ということである O

Lか L，これと関連じてもう一つ考えられるのは一一そしてこの方が重要なのであるが

-30年代末にはグレコフ説は，教育界(震史教科書);主ともかく，学界ではなお，十分

に基礎づけられたものと品みなされていなかったのではないか，ということーである C パク

ロブスキーに代ってスターリンの下で「ソヴェトの壁史家たちの長老J18のになったグレコ

フの権威の故に，歴史教科書にj弘、ち早くグレコフ説がとり入れられたが，この説は，さ

きにのべたように 20年代には少数説であり， その後も， キエフ時代の封建制成立論のよ

うに学界の討論を経て学問的に権威づ;すられることもなかった。従って， もともと農業問

題や経済史を専攻とする経済学者で，一般の歴史家のようにアカデミー歴史研究所長とし

てのグレコブの権威をそれほど顧産する必要もなかったりャシチェンコは，自分が納得し

ない以上， グレコフ η農奴制成?と論に方、なり自由な立場をとり得たと考えられる O それ

に彼の教科書は経済学を専攻する学生のものであって，グレコフに代表される歴史研究所

も，その内容に直接の発言権はもたなかった0181〉

これと同様のことは，大学の法学専攻学生のために編まれたユシコフ (C.B. IO出 Kon)

の「法制史J(初版 1940年)182)についてもいえるつこの法制史の教科書も，近世農奴制成

立の説明において，「ソ連邦史JJ)教科書のようには， グレコフ説にしばられていない O

今私の手もとにあるのは 1950午に出た第 3販であるが，そこでの説明 183)は、クザュチェ

フスキー=ジャーコノフの環境説，即ち i古住性一j(CTapO)KHJIbCTBO) 論と農民負債論を

177)この点;こ行いては，上掲i'HI詰i「キエブ・ロシアの『封建制』と『農奴1lJ!U1の問題jを参照、されたL、0
178) CM. OqepKH HCTOpHH HCTOpHqeCKO首位ayKHB CCCP， T. IV， CTp. 389. 
179) n. I1.瓦完出eHKO，OqepKH arpapHo詰 9B0.71泊lJ，HHPOCCHH， T. I-II， Cn6.， 1908-13. 
180) Hellie， op. cit， p. 9. 
181) ソ連の官僚制のドでも，統制止ド;こじt及んでも，横:こ;土及びにくいのが通例である O

182) C. B. lO山KOB，HCTOpH兄 rocy2lapCTBa H npaBa CCCP， 4. 1， M.， 1940. 
183) C. B. lOWKOB， I1cTopm主 rocy2lapCTBa H npaBa CCCP， 4. 1， H321・TpeTbe，nepepa60TaH-
Hoe， M.， 1950， CTp・264-67.
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前提とするもので，グレコフ説もとりいれて;丸、るが，これに全面的には向調もせず 184)結

局チャエフの力説した全国的な土地登録の役割を最も重視する形になってL、るの

iT禁止年』に関する法令が出たあとで，笠録が行われ，これは 1592年に終った。 1581
--1592年 2乃土地台帳には，登録された土地に登録の時2点に住んでし、た農民の名前が記入

された。ある農民が土地台帳に記入されたことは，彼が F古住民』であって，そのよう

なものとして移動の権利を失ったことの証拠になった。かくして，土地台帳はその後，

農民緊縛のいわば証書になった。J185)

ユジコプもりャシチェンコと同様， ロシアの封建制のキエフ時代成立論をとっている

一一ーというよりは，彼はソヴヱト史学におけるこの説の定説化にグレコフと並んで大きな

役割を果していた186)ーーので，それだけに，このユシコブがモスクワ時代の農奴制史の理

解ではグレコプと見解を異にしていたことは，注目すべきことである O ユシコフは，この

教科書の執筆前，既に 1938年に， モスクワ=ロシアの農奴制史に関するグレコフ心所説

を批判する論文187)を発表しておち，これは，スミルノフによれば， Iクリュチェアスキー

=ジャーコノフの古い理論の，幾分緩和された形における復活の試みJ18のであったO

VI ゲレコフ説とチャヱフ説

リャシチヱ γ コの経済史の教科書に続いてユシコフの法制史の教科書が現れた 1940年，

グレコフは「ロシア農奴昔話史の主要な諸段階J189)を公刊したが， 1広汎な読者を予定した

この著作では，彼は農まえ制史の諸問題の研究が進むべき方向を指示することができただけ

で，多くの論争さるべき問題，とくにお-16tlt紀に関するそれを未解決のまま残したoJ190)

しかしこの年チャエフ (H.C.可aeB)が，国の土地台帳作成政策との関連で「禁止年jの導

入を論じた研究，116世紀末モスクワ国家における農民の捜索と緊縛の問題によせてJl如を

184) rアカデミー会員ベー・デー・グレコフは， Ii禁止年i 叩ち f立ち去りと連れ出しが今後君主の法令
まで禁止きれた』年を導入した法律が，現在{主残っていないが， 1580年ごろmされた，と推定する
ための一連の証拠を示した。最初の禁止年;:l:.1581年であった。 L.t、 L.その後証明されどとこみでネ
ば， この法律:ますべての農民;こ及ぶ、Lので立なかった。 この法律がt!¥たあとにも， n Itlな移動ケ伶
持 L-，三和男の厚 Zえたもった農民 I~~jJ¥イ手作 Lt二/.:~ら。; (TaM )j{e， CTp. 265) 

(ネ)ここでユシコ 7 1，土. 11. 11. CMHPHOB，“日3 HCTOpHH KpeCTb兄HB MOCKOBCKOM rOCy)l.ap-
CTBe B KOHue XVI B.，" YqeHble 3anHCKH .neHHHrpa.ll.. roc. YH-Ta， 1939，お2.32 ど念頭にお
いていると忠われる G

185) C. B. IOlliKOB， I1CTOpH匁 rocy瓦apCTBaH npaBa CCCP，可.1， H3江・ TpeTbe，1950， CTp・265-
66. 

186) Cf. G. Vernadsky， Kievan Russia， New Haven， 1948， p. 166，なお， この関係のユシコフの主な
業績は， C. B. IOlliKOB，“φeo江aJIbHbIeOTHOllieHHH B KHeBcKo説 PYCH，"YqeHbIe 3aロHCKH
CapaTOBCKoro roc. YH-Ta， T. III， BbIn， 4， 1925 ; ero )j{e， OqepKH no HCTOpHH中eoぇaJI羽3Ma
B KHE'BCKO首 PYCH， M.ー凡， 1939. 

187) C. B. IO出 KOB，“K Bonpocy 0 pa3BHTHH KpenocTHoro rrpaBa B MOCKOBCKOM rocy瓦ap-
CTBe B XIV-XVI BB.，" YqeHbIe 3arrHCKH CBep江JI.ne)l.・ HHCT.，BbIn. 1， 1938. 

188) CMH予HOB，“口p06JIeMbIKperrocTHH可eCTBa..….，"CTp. 98. 
189) B.瓦.IpeKoB， r .'1aBHe詰lliHe 9TanbI B HCTOp沼H KpenocTHoro npaBa B POCCHH， M.一立.，
1940. 

190) CMHpHOB，“口p06JIeMhlKpenoCTH滋qeCTBa....一，"CTp. 98. 
191) H. C. 4aeB， “K Bonpocy 0 ChlCKe H npHKpenJIeHHH KpecTb先日 B MOCKOBCKOM rocy)l.ap-
CTBe B KOHue XVI Bプ， I1cTOpHQeCKHe 3anHcKH， T・4，1940， CTp. 149-66. 
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発表L. これはグレコフ説を{崩語的に補強するものとして学界で歓迎された。この 2年後

の1942年に，革命の 25周年を記念して出版された論集「ソ連邦における歴史学の25年J192)

に提載された論文， iソヴェト堅史文献における農奴制と封建制の諸問題!のなかで，スミ

ルノフぽソヴェト史学の「禁止年j研究について次のように述べている O

「ソヴェトの歴史家たちは， 16世紀末のモスクワ国家における農奴観的重圧強化の諸

要因の問題を解決してから，農奴制の強化が表現された当の諸方策を研究した。 16世紀

のモスクワ国家の社会=経済的発展の性格の研究において到達された諸結果にもとずし、

て， 11禁止年J問題のような最も雪主要な問題の新たな再検討も可能になった。 この点で

は，ヨシフォ=ヴォーロコラムスキー修道院の記録のなかの新史料を研究して， T禁止年J
の制定一-1581年一ーの系譜をたて，その作用の全国的で，地方的ではない性格の証明

に論争の余地なく成功したグレコブの研究が，大きな役割を演じたcしかしながら， u禁
止年J問題の研究i土，この問題ぷ最初思われたよりかなう複雑であることを明らかにし

た司明らかに， rr禁止年Jli)'~行なわれていた時期にも，農民移動の F君主の禁止」の及ん

でいなL、一定範院の J~.~氏が存{I: Lた zっそれ故，研究さるべき当面の問題の一一つは，u禁止
年』に関する法令の作用はL、かなる範轄の農民に及んだのかということであるつ『禁止

年』の問題を新たに提起した研究のなかに数えらるべき辻， u禁止年Jの法と， 16世紀
末の内政分野における組の重要政策一一 1581--92年の土地台帳と 1584年の宗教会議の

決定によるタノレハンの莞止一ーとの関連という(多くの点で極めて問題のあるものでは

あるが)慧眼な構想を提出した故エヌ・ェス・チャエフの労作である。J193)

このスミルノフの言葉は， 1942年の段階で、学界がなお， i禁止年Jに関する問題をすべて

解決ずみとは考えていなかったことを物語るものとしても興味があるが，ここでの問題で

いえば，チャエブの仕事はグレコフの「禁止年J論を補う重要な業績と評値されている。

チャエプの研究のこのような扱いは，この後も変わらず，とくにリャシチェンコは， 1947 

年阪の「ソ連邦経済史 jの「禁止年Jを扱った箇所で，さきに引用したグレコフ流の説明

につづけて，次のように述べている σ

[この1l1j'J誌におげる「禁!とjf)の制定は，恐らく、民家が土地資産とそれ f¥の可能な課

税額を明らかにするために行なった土地の「壁録)1と土地台帳の作成と関連があったの

これに仏，封地の経常を保ぷEするための労働力の暫当を明らかにするためことえ一時

的にせよ，奈録期間ι1-1，農民の大量移動を停止する必要があったのしかし，呉氏を土地

台帳に誰かある地主())ものとして登記することは，立ち去りの権利の喪失をともない，

地主に逃主者に対する訴えをおこす権利を与えた。かくして『禁止年』は，土地資産を

明らかにするという基本的致策の実現の補助手段であったのに， u禁止年jのこのような
現実と土地台帳へのそ表記の結果，呉氏l主地主に緊緯さ，hた。y宮4)

このリャシチヱンコの説明~i，彼白身注記しているようにチャエフの研究に従ったもの

で，そこではグレコブ説は従麗的な意味Lかもたされていないが，このことから・つ推測

192)互Ba)luaTb口先TbλeTHCTopwIecKoH HayKH B CCCP， M.一九， 1942. 
193) CMHpHOB，“日po6λeMbIKpenocTHH可eCTBa......，" CTp. 100. 
194) n.日.瓦兄meHKO，HCTOpH兄HapO)lHOrOX03冗員CTBaCCCP， T. 1， 1947， CTp. 256. 
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されるの;土， 1939年にはなおグレコフ説をとっていなかったりャジチヱ γコが， 1947年

にはグレコフの「禁止年jの説明を採用したのほ，この間に彼がチャエフ論文を読み，グ

レコフ説法チャエフ説のなかで生かすことができる，と考えたためぐはないか，というこ

とである。少なくとも，このことが一つの理由であった，と私に法思われるのしかし，そ

れはともあれ，このりャシチェ γ コヤ，さきにみたユシコフほどにはチャエフ説を前にお

し出しはしないものの，グレコフ説をチャエフ説で嬬完するーーというより vi，実質的に

ほグレコフ説をチャエフ説のなかに吸収する一一形の説明が一般に定着したことは，さき

にも指摘したように， 1956年の大学生用の「ソ連邦史j教科書や，その前年に出た「ソ連

邦史額要， 15世紀末 -17世紀初頭」の叙述からもうかがわれるO しかしここで非常に興

味深いことは，チャエフの研究が発表されたのちにも，グレコフ岳身はその著作195)でこれ

を無視していることである O これはグレコブに，近世農奴制成立に関する自分の論証はそ

れだけで既に完全なものであって，あえてチャエブ説による補完を必要としないという自

負があっ，しかもチャエフ説では，グレコフにとって決定的に重要な「禁止年jの導入が，

土地台帳の作成という基本的政策実施のための補助的手段にすぎないとされていたため，

とも考えられるが， チャエフがその論文f，f禁止年jの導入に関するこれまでの研究は

なお「仮設的性格J(rHnOTeTH~eCKH註 xapaKτep) を脱しておらず史料の少ないこの問

題で辻. I作業仮設J(pa6o可a叉 rHnOTe3HH) しか述べられない，としたこと 196)に対する

反携もあったのではないかと推測される。

きて，それではチャエフ自身の「作業仮設Jまどういうものであったか，というと，そ
の内容には以上の論述でもある程度ふれたが，論文の構成に却して，かつチャエブ自身の

言葉を借って論旨をのべると，次のようになる c

fモスクワ選家の新たな土地登録の組織と実施こそが，危機の時期における政府の他

のすべての政策の中心的課題とみなさるべきである O この観点から中， 1584年のタノレハ

ンの廃止も，これより少し前の『禁止年Jの導入も，モスクワ国家の土地の F総』登録
という雷菅(イヴァン 4世〉時代のこの第 3の方策を最大援に完全かつ効果的に実施す

るための従属的な方策にすぎないり197)

「雷者の治世の末期とその子フヨードルの治世に政需の前に立現れるのは，国の経済

に秩序を与えるという最も困難で責任を伴なう課題である O この課題の遂行において優

先されるのは，国有地，世襲地，御料地及び封地の勤労住民たる農民の破滅的な流動性

を阻止する方法を創り出すことである O この方向への政府の模索は，農民の土地緊縛と

いう思想を生むC このような方法によってのみ，この時点では，現実に， ~~戦士層』が

その F大きな表弱』を克服するのをたすけ，また戸jじく，戦時中に空になった『君主の

金聾jの回復を可能にすることができた。かくし〈モスグワ政府は，今度新たに行なわ

れる登録と土地台帳には，財政と軍政の補助というその通常の機能の砲に，さらに農民

を土地に緊縛 Ltミ文書という性格をも与えることを考える O……10年前に始められたモ

195) E. ，n. fpeKoB， KpecTbHHe Ha Py討し T.11， 1946; ero 2Ke， KpaTKH註 0可epKHCTOpHH pyc-
CKoro KpecTbHHcTBa， M.， 1958. 

196)可aeB，YKa3. CT.， CTp. 149， 157. 
197) TaM況も CTp.157. 
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スクワ国家の大部分の郡の常録が， 1592-1593午に終了する;-. 15R 1-1592年の土地h

帳にのった農民;主，登録の時にし、た土地に緊縛されているものと品なされ吟じめ，その

ことによって，抱の地点への立ち去り，というよりは連れ出しの権利を失ったの 1581-

1592年の土地台帳への登記の緊縛的意義よ，これより後のー・連の史料がわれわれにこれ

を示してL、る oj198l 

i辺、七土，チャエブの論文のなかで， 16世紀末のモスクワ政府の土地翠銀政策が扱われて

いる第 2節からの引用である 199)が，チャエフが産接 f禁止年 iを論じているのは，第 3部

である。この第3節でもチャエブ;土， 11581-1592午の土地台帳の作成。い・…モスクワ政府

の基本的方策であったとすれぽ， [i禁止年iの導入は，私見によれば，この方策を実現する

ための補定的な，あるいは，せL、ぜいのところ，補助的な子段とみなさるべきである oJ2的〉

と主張し，その理由を次のように述べてL、るつ

iJ'禁止年』を孤立的に，自足的なものとみなすことはできるだろうかのモスクワ政府

があれこれの地方に「禁止年』を制定するだけで……す空したということは，あ')得る

だろうか。『禁止年1の法令のそのような適用は，農民人口の減少という 80年代の危機

の主要な原因の aっとのたにかいにおいて，モスクワ故府tこなにものも与えなかったで

めろう C 疑いもなく f禁止年1は，あれこれの地方の農村人口に一定の不動性を付手し
τ，なんらかの次の方策をともなったはずである。……「禁止年Jの導入に続¥，その
ような次の必要な方策は，やより，国の土地の登録と土地台!娠の作成であったU201〉

チャエフはこの第 3蔀で， 1584年のタノレハ γ窪止についてもれは土地台帳作成とい

う基本政策の実施の必要からとられた，と論じている 202)が， 16世紀末の農民の土地緊縛，

農奴fとを， 1581-92年の土地台帳作成政策を中心に考え， 1581年に始まる「禁止年」の

導入を， 1584年のタノレハン廃止とともに，この基本政策のなかに位置づけるチャエプのこ

のような考えは，チャエフ自身によって「作業仮説j として提出され1-:"0 そして 2年後の

スミルノブの論文も，}tにふたように、このチャエフ説には，多くの点で問題のあること

を示唆してL、た。 しかしながら字界では宅 ιの後チャエフの講想、の，'，¥入った検討:主行なわ

れなかったc グレコフのよう百二ニの説を無視した場合にも， リャシチヱンコやその他のよ

うにこれを取入れた場合iこも，それ;工チャエブの[作業仮説 iの検討がなされた上でのこ

とではなかった。学界でほ，そしてとりわ;す教育界(教科書〉では，グレコフ説がそのま

ま，あるいはチャエフ説によって補完=修正された形で、通用したが，このグレコフ説向

身，チ l'エフの指摘Lた立味で、の ii反説的性格[を説Lt仁L、主主，定説化Lたのであっ土門

198) TaM )Ke， CTp. 158-59. 
199:'ヂヤエブはふf.1ノてL、ないが， J改貯の1'1'rJX;しだ卜.地台帳i二塁民も記載され， これが農民の土Jt!1緊諦の
根拠になった，という説は， !克己 19t吐紀にヱンゲノLマンヵ:唱えていた(1.E. En!5elman， Die Leib-
eigenschaft in Russland， 1884)っただし， エンゲノレマンは e 土地台帳が. 1581-92年ではなく，
1592-1年に作成えれた，l.-考え， 支たその緊縛的立義を，地下.が連亡畏民主f訴える|警の長抱iこ|畏つぐ
花って，弘法i百な1mでし"通考えなカミった C じf.pぞtrovich，op. cit.， p. 227 ; fpeKoB， KpecTbHHe 
Ha PYCH， T. 11， CTp. 262 ;口λaTOHOB，“oBpeMeHH H Mepax.... ..，" CTp. 19. 

200) 4aeB， YKa3. CT.， CTp. Hi2. 
2(1) TaM )Ke 
2(2) TaM )Ke， CTp. 164.ただ Lこの}，ft"，，士.I禁止年J{/)実施と 1"".illi設録政築との関連の z説明よりも I~áf'.f.
力ヵ:す号L、工う Iこ忠， ~ヲれるハ
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そして， 1942年段階でスミノレノアが述べたように， r禁止年Jlの問題も含めてそスグワ時ご
代の農奴制史にはなお未解決の問題が残っていたのに，学界には 1940年のチャエフの研

究ののちは， 1957年のカレツキーの論文203)まで，みるべき研究は現れなかった。このこと

はカレツキー自身が指摘しているc264〉

それでは何故，このようなことになったのか? グレコフ説を前提とする特殊研究，た

とえぽ 16--17世紀の経済史ゃいわゆる階級鶴争の研究はたしかに行なわれたが，狭い;意

味での KpenOCTHoenpaBO成立史の研究はほとんど進まなかった。これには，グレコフ

によって， 16世紀末の KpeロOCTHoenpaBOの成立がロシア農奴制の始まりではなく，新

たな一段階にすぎないとされたことが，研究者の関心を一般にこの問題から遠ざけたこと

も考えられるが，重要なのは，やはり，これまでも示唆してきたように，スターワ γ独裁

下の極度に権威主義的な精神的雰囲気のなかで，グレコプがソヴェト史学，とりわけソ連

邦史封建制期の権威として学界に君臨していたことであった，と思われる O グレコフ説に

対して，彼の生前にも学界に暗黙の批判があったことは，チャエフの研究によって補完=

修正されたものが，グレコフ説として通用していにことからもわかる O またカレツキーの

最初のグレコフ説批判論文が，ブノレシチョフによるスターリン批判の翌年(1957年〉に，

新たに発刊された専門誌「ソ連邦史jの創刊号をかざった事実も，この点で示唆的である O

しかしグレコフの生前にば，また彼の死後もスターリン批判までは，彼の設を公然と批

判することには菌難があったと思われる O グレコフの学説は，当時のくスターザン設階の)

ソヴヱト・マルクメ、主義によく適合したものでもあった。そしてこのことは，恐らくグレ

コブ吉身が最もよく心得ており，被はその「ノレージの農民j の第 2版でも，近世農奴舗の

成立を扱った文章のなかで，スターワ γの最後の i学問的」著作¥「マルグス主義と言語学

の諸問題jを引用 Lて，次のように非法令説=環境説を批判してし、たc

「七部構造，とりわけ富家が，土台で進んでいるプロセスを無関心にながめるために存

在しているのではない，ということ法，今日誰も否定しないであろう o~反対にそれは，

表面に境れたのち，自分の土台の形成・強化を積極的に助ける巨大な活力になる。JlJ205)

VII おわりに

グレコフ説は，多くの問題をもっていたが，その一方， 18-[ま以来の永い訴究史のとから

は，法令説と非法令説をかなり巧妙に統合したという強みをもっており，このため彼の説

辻，国内ばかりでなく，選外の専門家の間でもかなりの支持を得た。もっともこれは，最

初;よ，マルクス主義化される以前のグレコブ説，部ちプラトーノフログレコブ説のことで

あり，そしてこの点では，通際的にも名声のあったプラトーノフの前記の独語論文(1931

年)が大いに貢献したと忠われる。ロシア中世史の権威であったエックが，既にその 1933

年の著書 i中世ロシア」で，プラト{ノフ z グレコフ説をとっている。

203) B. 11. KOpeUK目前，“113HCTOpHH 3aKpenO江~eH目先 KpeCTb先日 B POCCHH B KOHue XVI-HaqaJle 

XVII B.，" I1cTopHH CCCP， 1957，おQ.1. 
204) TaM )Ke， CTp. 164， npHM. 12. 
205) 5.瓦.rpeKOB， KpeCTb田IeHa PYCH， T. II，日3瓦.2-oe，ル¥.， 1954， CT予.266. C!r JJ のなかが，
11. CTaλHH， MapKcH3M H BonpocbI兄3bIK03HaHH兄， 1953からの引用である。〉
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[-1580-1581年ころ，納税民全部の完全な定若化。最初のぷ立のもとをおく ‘つの次

定が行なわれたっ部ち，イヴァン 4世り一法令が‘不特定の数年間 T君主の法令までJ]，

呉氏の『立ち去り』と「連れ出し』を，すべて無条件に禁ず、ることを宣した。この法令

は残されていないが， これが公布されたこと ii， 正確な引用匂が示してし、るり この問

題に関する最近の研究者たちは，この法令の存在と公布時期につい ~L ~明確に結論を下

している o iヨ分の土地を放棄した百姓たちに対する訴追;之、それ以来、この百姓fこちヵ、

F禁止年の聞に』その耕地を之去った事実によって決定さ hたoJ20o)

「かくして農民の自由な巳，7:ち去り』は， これ以後領主による解震にとって代わられ

たの百姓は，ツアーリの特別な法令が彼に伝統的な自由を回復させるまでは，領主の承

認なしに法土地を立去ることができなかった。J207)

このエッグの後も，致米の学者がグレコフ説を受入れる場合，これ:工-殻にマルクス主

義の装いを除いた上でのことであったが，グレコフ説はもともと，マルクス主義とは無関

係に成立したものであったので，それだけにこの説法，いわゆるブ、ノレジョア学者にも受入

れやすかった，と考えられる。しかし， [司じグレコフのものではあっても，ロシア封建制

と農奴制のキエブi時代におげる成立という学説は，ソヴェト・マルクス主義史学の[社会

構成体J 論争をへて，その結論のーっとして生ま ~hたものであったのて\マルクス主義を

とらない国外の専門家の間では，容易に受入れられなかった。そしてエッグもこの点でや1]

外で、なかった2的が，特に興味深し・乃は，ロシアからの亡命学者で，永年米患のロシア史学

界の大御所的存在であったヴェノレナツキーが， 1955年に事 10]J国際歴史学界で行なった

報告，rロシアにおける農奴制jである O 設はこれより先， 1948年の著書「キエフ=ロシア S

で， また 1950年に書いた， ヲャシチェンコの「ソ連邦経済史jの英訳209)に対する書評な

どで，グレコフに代表されるロシア長建制のキエブ時ご代成立論を批判していたJ山そし
て1955年の学界報告でもこの点は変わらなかったが， 16佐紀末-17世紀はじめの狭義の

農奴舗の或立に vついては，ヴェルナツキーは次のように述べてはほグレコブに従ったので

ある 0211〉

11580年， r禁止年』の方策が全国的な規模で適用された。 1581年が，モスクワ・ツア
ーリ i司全域で遵守さるべき最初の F禁止年Jlになったc つづく 5か年 (1582-1586年)
七，同様に禁止年であったの 1587--1589年につL、て;土，確たる情様がないれ 1590-1592

年と，同じく 1594年も，禁止年であっととL、われる c 多う}， 1593年と 1595-1600年

2(6) A. Eck， Le moyen age russe， Pari完， 1933， p. 313. ここでヱツケが依拠して L、るの;土. fpeKoB， 
“lOpbeB ..QeHb H 3anOBe..QHble rO..QbI" (1920) と訂瓦aTOHOB，DOpHC fO..QyHOB (1921)である。
207) Eck， op. cit.， p. 314. 
2(8) と記の菩書の能， A. Eck，“L'asservicement du paysan russe，" Le Servage (Rぞcueils de la 
Societe Jean Bodin， v. nI!， 1937， pp. 243-264 きと 42参照。
209) Peter. 1. Lyashchenko，百istoryof the National Economy of Russia to the 1917 Revo¥ution， 
1949 (この英訳の氏本は， 39年版の iソ連邦経済史J)

210) rキ二L ブ時代(13I生紀のモンコソL 長入まで〉の取扱いにお~ .て 1)ャシチェンコは， この時代を封建
制と，捷奴制にもとづL、fニ経済との発生のf時代とするソウェト史学の公認の線iこ従っている O 三千去の
見解では，ふかる解釈は多くの資料女， 'あら力、じめ考えられた窮毘な図式に無理に導き，反対の二!JJf.J 
部分的に(農奴幸lJでi土なく)奴隷制;こもとづいた，非封建的な型の発達した貨幣経済の有-在一-

;.':" ~βL て L 、るもっと多くの事実を全く無読した蒜みであるcJ (The Annals of the American Aca-
demy of political and Social Science， May 1950， pp. 194-95). 
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も禁止年であった G ・・・・・・1601{ドについてはわれわれは， タティーシチェプの発見した

ポリス・ゴドゥノフの法令から，この年が『岳由なi年であったことを知っている O … 
・ '1602 年も再度\l l~ 由な』年であった。J212)

iC動乱の終了後もJ，理論的には，時折の任意の『自由なi年を伴なう『禁止年Jの制
度が，なお有効であった O 現実には， ¥l自由なi年は，最早存在しなかった。 1649年の

新たな法典(ウロジヱニエ〉の諸規程によって，農奴制は確定的になり……。J213)

このようにエック，ヴヱルナツキーなど，玖米の代表的なロシア中世史家が， 16世紀末

の農奴告IJの成立の問題では，いち阜くグレコブ説をとりながら， 1司じグレコフの，ロシア

封建制のキエブ時代成立論には否定的な態度をとっていたこと止， リャシチェンコやユシ

コプが，封建制成立論では早くにグレコブに同調しながら.モスクワ時代の農奴制史の理

解では，永い間グレコブ説の承認をためらったのと，全く対照的であった。リャシチェン

コやユシコフには，クリュチェブスキー=ジャーコノフの環境説の影響が永く残ったので

あるが，これは，上に述べた 20年代の学界の情況からしても，また本来，環境説(非法令

説)の方が，法令説よりもマルクス主義史学になじみやすかったと考えられることからし

ても，むしろ当然、のことであった。 グレコフ読は，もともと， i禁止年jの重要性を説い

たプラトーノフの新たな法令説に，社会・経済史的な背景・前提の説明をつけ加えた二元

的構成のもので， 法令説への強い傾斜をもっていた。 その上， この面で最も重要な{禁

止年一j制の導入とその役裂の説明・理解において，グレコフ説は，チャエブに指摘された

ような弱点をもっていた。しかしこのチャエフ説もまた，それ自身多くの問題を残しなが

ら，その発表後永い関学界で本格的に検討されることがなかった。グレコフの死後，特に

スターリジ批判ののち， 16世紀末-17世紀はじめの農奴制成立の具体的な経過について，

カレツキー論文を皮切りに，新しい研究が相次いで発表されるようになったのは，いわば

当然、のニとであった。

〔封記〕 本編は文部省の科学研究費による研究成果の一部である。

211) のらに，モスクソ時代 'I~ の権成，チヱレーブニンがある論文で， 三の，'/‘ェルナキツーの学会報 -~fi ~ど

批判jしたが， I禁止午j と KperrOCTHoe npaBO 成主E の持連~こ i書するヴェルナツキーの説明につい

ては，それが「形式的て，社会的発展ときりはなされているJとか，諸法令の「真のi階級的舟容」
や農民戦争の意義が軽視されているとか，の公式的な批判しか行なわなかった。く刀.B. 4epenHHH， 
“訂po6λeMaKpeCTb兄HCKoro3aKpenO江J，eH託冗 BPOCCHH B OCBemeHHH 6ypiKya3Ho負 HCTO・

pHorpa争HH，"KpHTHKa 6ypiKya3HbIx KOHu，enu，HH HCTOpHH POCCHH nepHO.ll.a中eO.ll.aJIH3Ma，
M.， 1962， CTp. 93). 

212) G. Vernadsky，“Serfdom in Ru出 ia，"Relazioni del X Congresso InternazIonale di Scienze sto・
1・iche，v. nI， Firenze， 1955， pp. 262-63. 

213) Ihid.， p. 263. 

32 



16世紀末ロシアにおける農民農奴化

ON THE ENSERFMENT OF PEASANTS IN MUSCOVY 

LA TE IN THE SIXTEENTH CENTURY 

-B  .D. GREKOV'S THEORY IN SOVIET HISTORIOGRAPHY-
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Shigeto TORIYAMA 

As regards B. D. Gn.kov's theory on the enserfment of peasants in Muscovy， 

the present paper deals with the following points : 

( 1) 1t was under the influence of S. F. Platonov and from the non-Marxist 

point of view that， in the 1920's， Grekov bui1t up for the tIrst time his theory on 

the enserfment of the Muscovite peasantry: a theory that the most important step 

toward the enserfment was marked by the ‘prohibited years' enforcecl after 1580i81. 

( 2) 1n hi<; later works， 1933-34， Grekov reasserted his theory with no major 

substantial modification， but， now as a Ivlarxist historian， he did so using a Marxist 

phraseology. 

( 3) From 1937 to 1940， Grekov's theory found general acceptance in all the 

grades of schoolbooks of Istoriia SSSR. But the schoo1books such as P. I. Liash-

chenko's Istoriia narodnogo khoziaistva SSSR (1939) and S. V. Jushkov'8 Istoriia 

gosudarstvα i prava SSSR ( 1940) were free from bei ng influenced by Grekov's 

theory. 

( 4) In 1940， N. S. Chaev published a thesis， in which he asserted that the 

most important step toward the enserfment had been marked by the national rεglS-

tration of lands， 1581-1592， and the enforcement of the ‘prohibited years' had been 

only an auxiliary to the policy of regIstration. 二haevwas accepted by Liashenko 

in the second edition of his textbook (1947) and by Jushkov in the third edition 

(1950). Moreover， the college text of Istoriia SSSR (1956) came a1so to be much 

influεned by Chaev's thesIs. But Grekov himself had ever paid no attention to it 

at all during his lifetIme. 
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